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１．はじめに 
 
 公的研究費等の不正防止については、科学研究費補助金の不正使用が発覚したことなどを背景に、平成 19

年 2 月、文部科学省より「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（以下

「ガイドライン」という。）が示されました。 

 このガイドラインにおいては、機関内の責任体系の明確化や、適正な運営・管理の基盤となる環境の整

備、情報伝達を確保する体制の確立など、公的研究費の執行・管理に関する内部統制システムの確立が求め

られています。 

 また、公的研究費の多くは国民の貴重な税金によって賄われていることから、公的研究費の運営・管理に

関わる者は、限られた公的研究費を有効に活用し、最大の効果を挙げるよう努めるとともに、公的研究費の

適正かつ効率的な使用をもって社会の信頼に応え得る研究活動を行うことが求められています。 

 しかしながら、公的研究費の不正使用は依然として後を絶たず、全国的に毎年複数の不正使用事例が報告

されています。このような事態は、研究者の研究活動や研究者生命を脅かすだけでなく、大学の社会的信用

を失墜させ、さらには国民の不信感を招き、ひいては国が推進する科学技術振興施策そのものへの信頼をも

揺るがしかねないものです。したがって、公的研究費の不正使用は、いかなる理由によっても決して正当化

されるものではありません。 

 公的研究費の運営・管理に関わる者は、公的研究費の性質および使用ルール等についての理解不足から生

じる不正使用を防止するためにも、これらを十分に理解したうえで、公的研究費を適正に運営・管理・執行

することが求められます。 

 本マニュアルは、会計手続に関する理解不足から生じる公的研究費の不正使用を防止する観点から、公的

研究費の運営・管理・執行に携わる教職員等に対しルールの統一化を図り、公的研究費の使用ルール等をで

きるだけ分かりやすく示したものです。 

 本マニュアルを活用し、基本的なルールを正しく理解したうえで、公的研究費を適正に使用してくださ

い。 
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２．公的研究費等の不正防止に関する基本方針 
 

この基本方針は「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年 2 月

15 日文部科学大臣決定、令和 3 年 2 月 1 日改正）基づき埼玉工業大学（以下「本学」という。）における公的

研究費等について不正行為を防止し、適正な運営・管理を行うための必要な事項を定めています。 

 

１．機関内の責任体系の明確化 

本学の公的研究費等を適正に運営・管理するために、最高管理責任者、統括管理責任者、研究活動コンプ

ライアンス推進責任者を定め、最高管理責任者のリーダーシップのもと責任体制を明確に定めて公的研

究費等の運営・管理を行います。 

（1） 最高管理責任者  学長 

（2） 総括管理責任者  副学長 

（3） 研究活動コンプライアンス推進責任者 先端科学研究所長・研究科長・学部長 

 

２．適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

公的研究費に関する使用ルールの周知徹底や見直しを行い、公的研究費の不正行為を防止する環境整備を

行います。 

また、公的研究費等の使用に関する行動規範を策定し、どのような行為が不正に当たるのかを理解する

ための、コンプライアンス教育を実施するとともに啓発活動を定期的に行い、構成員の不正使用防止の意

識向上と浸透を図ります。 

 

３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 

不正発生要因に対応した具体的な不正防止計画を策定し、実効性ある対策を確実かつ継続的に実施します。 

 

４．研究費の適正な運営・管理活動 

不正防止計画を踏まえ、適正な予算執行を促すとともに、研究費の執行は、毎年度発行する公的研究費の

執行に関する学内のルールを定めた「公的研究費使用マニュアル」に則り行います。 

 

５．情報発信・共有化の推進 

公的研究費等の使用に関するルール等についての機関内外からの相談窓口及び不正使用等に関する通報窓

口について機関内外に周知します。また、公的研究費等の不正防止への取り組みを外部に公表します。 

 

６．モニタリングの在り方 

公的研究費等の執行に関わる事務部門による日常的なモニタリングに加え、機関全体の視点から毎年度定

期的に内部監査を実施します。内部監査結果等はコンプライアンス教育及び啓発活動等に活用し、機関内

に周知します。 
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３．埼玉工業大学における公的研究費等の使用に関する行動規範 
 
本学は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（平成 19 年 2 月 15 日

文部科学大臣決定、令和 3 年 2 月 1 日改正）に基づき、公的研究費を使用する上での本学の構成員としての

取組みの指針を明らかにするために、以下のとおり「埼玉工業大学における公的研究費等の使用に関する行

動規範」を定め、一人ひとりがこれを実践するものとします。 

なお、構成員とは、本学に所属する研究者、事務職員及びその他公的研究費の使用に関係する者を指しま

す。 

 

 
１．構成員は公的研究費等の使用にあたって、当該費用の配分機関が定める各種規則及び本学が定める諸規

程、その他関係法令等を遵守する。 

 

２．構成員は公的研究費の原資が国民の税金であることを認識し、公正かつ効率的に使用しなければならな

い。また、常に説明責任を有していることを自覚して、国民の信頼に応えるようその職責の遂行に全力を

尽くさなければならない。 

 

３．研究者は個人の発意で提案され採択された研究課題であっても、研究費が公的資金によるものであ

り、機関による管理が必要であるという原則を自覚して行動しなければならない。 

 

４．事務職員は専門的能力（業務に関する知識等）をもって公的研究費の適正な執行を確保し、効率的な研

究推進を目指した事務を行う立場にあるとの認識にたって業務を遂行しなければならない。 

 

５．構成員は業務の遂行にあたって、本学が定期的に行う研究倫理教育プログラムの受講ならびに研修会等

に参加し、本学の「公的研究費使用マニュアル」の使用ルールを遵守し、適正に執行しなければならない。 
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４．対象となる公的研究費 
 
本学における「公的研究費」は、私立大学等経常費補助金や競争的研究費制度等の国民の税金を多くの原資

とします。したがって、研究遂行に必要な経費として研究者へ配賦されますが、それは個人のものではありま

せん。また、研究費の種類によって、守るべきルールが異なり、その使用について、透明性と公正性の確保が

強く求められます。 

 

本学において対象とする研究費の範囲は、次のとおりとします。 

 

公的資金（公的資金に準じた管理を行う経費を含む） 

主な研究費の種類 制度の概要 

科学研究費補助金・助成金 文部科学省及び日本学術振興会から配分される公的研

究資金 

戦略的創造研究推進事業 科学技術振興機構（JST）から配分される公的研究資金 

国立研究開発法人 新エネルギ

ー・産業技術開発機構委託事

業 

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術開発機構

（NEDO）から配分される公的研究資金 

各省庁関係委託事業 各省庁から配分される公的研究資金 

 ※資金配分機関による使用ルール（マニュアル）がある場合は、それを優先します。 

 

学内研究費 

主な研究費の種類 制度の概要 

個人研究費 専任教員が個人で実施する学術研究を助成するための

費用 

大学院研究費 大学院の修士課程・博士課程における研究活動を助成

するための費用 

学内プロジェクト研究費 学内プロジェクトにおける研究活動を助成するための

費用 

 

その他の外部資金 

主な研究費の種類 制度の概要 

共同研究費 

・受託（委託）研究費など 

民間企業等から研究契約書に基づき配分される研究資

金 

寄付金 企業や公益財団法人等から本学教職員が直接受けた寄

付金で、いずれかに該当するもの。 

(1)職務上の教育・研究を助成しようとする寄付金 

(2)本学の施設・設備等を使用した教育・研究を実施す

るための経費に充てようとする寄付金。 
民間助成財団 助成金 民間助成財団から配分される研究助成金 
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５．公的研究費等の管理・監査体制 
 
本学は、公的研究費等の適正な運営・管理を行うため大学内の責任体系等を明確にし、大学内外に公表し

ています。 

 

■責任体制 
 
１) 最高管理責任者＝学長 

① 本学の公的研究費に関する管理は、学長が、最高管理責任者として総括し、最終的な責任と権限を有

します。 

  ② 最高管理責任者は、公的研究費の運用・管理に関する計画等の策定、計画の推進及び進捗管理報告の

責任を負います。  

 

 

２) 統括管理責任者＝副学長 

① 本学の公的研究費に関する管理は、副学長が統括する責任と権限を有し、最高管理責任者を補佐しま

す。 

② 統括管理責任者は、公的研究費の執行・管理事務を統括するとともに、学内の公的研究費の管理事務

が適正に処理されるよう努めなければなりません。 

③ 公的研究費の管理事務に関する特に重要な事項については、事前に最高管理責任者と協議し、同意を

得るものとします。 

④ コンプライアンス教育及び啓発活動に関する実施計画の策定を行います。 

 

 

３) 研究活動コンプライアンス推進責任者 ＝各研究科長、各学部長、先端科学研究所長 

① 本学の公的研究費の執行・管理は、研究科長、学部長、先端科学研究所長が統括する責任と権限を有

し、統括責任者を補佐します。 

② 公的研究費の適正な運用と管理について責任を有します。 

③ 不正防止を図るため、全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を行います。 

 

 

４) 研究倫理教育責任者＝各研究科長、各学部長、先端科学研究所長 

① 研究倫理教育責任者は、研究活動にかかわる者を対象に定期的に研究倫理教育を行います。 

② 学生の研究倫理に関する規範意識を徹底していくため、学生に対する研究倫理教育を実施します。 

③ 研究活動に参画する全ての研究者に公的研究推進協会（APRIN）の研究倫理教育プログラムを履修さ

せ受講の確認を行います。 
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■責任体系図 

 

■事務処理担当部署 

１）事務管理責任者と実務管理責任者 

事務管理責任者として事務部長を置き、実務管理責任者として理事長室長、管財課長、会計課長、研究支

援課長があたります。実務管理責任者は、事務管理責任者を補佐し、公的研究費に係る申請から交付、執

行、実績報告書提出等、出資元に求められる事務処理及び不正防止計画の推進及び効率的な研究の遂行に

ついて監視を行うとともに、研究者のサポートを行います。 

【担当事務局】（使用ルール相談窓口） 

法人本部理事長室（出張・人件費関係） TEL ０４８－５８５－６８０８  

 

窓口営業時間 

9：00～17：30 

FAX ０４８－５８５－２５２３ 

法人本部管財課（物品購入関係） TEL ０４８－５８５－６８０９ 

FAX ０４８－５８５－６８９２ 

研究支援課（補助金・外部資金） TEL ０４８－５８５－６８９５ 

FAX ０４８－５８５－６８９６ 

※研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用の防止に関する事項については、理事長室、管財課、 

会計課、研究支援課で所掌しています。 

※本マニュアルは、所掌部署が担当する項目について、適切なチェック体制の保持を目的に、必要に 

 じて見直しを行います。 
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２）会計業務担当 

公的研究費は、研究支援課及び会計課が管理し、執行に際する実際の支払業務を行います。 

法人本部会計課（個人研究費・補助金） TEL ０４８－５８５－６８１０  

窓口営業時間 

9：00～17：30 

 

※検収窓口営業時間 

9：00～15：30 

FAX ０４８－５８５－０９６２ 

法人本部管財課 

（物品購入関係・検収業務） 

TEL ０４８－５８５－６８０９ 

FAX ０４８－５８５－６８９２ 

研究支援課（補助金・外部資金） TEL ０４８－５８５－６８９５ 

FAX ０４８－５８５－６８９６ 

 

■内部監査制度 
１）内部監査について 

理事長の直轄的な組織として置かれた内部監査室において、公的研究費の適正な管理を行うため毎事

業年度定期的に研究費の使用について監査を実施します。 

 

２）内部監査を実施する組織 

公的研究費の適正な管理を行うため内部監査室を設置し、以下に掲げる者をもって組織します。 

(1) 内部監査室室長 

(2) 内部監査室員（内部監査室に専任又は併任する教職員及び当該職務の受嘱者） 

 

３）監査対象及び方法 

 ①科研費通常監査：埼玉工業大学において、科学研究費助成事業の交付を受けている研究種目から、研

究課題数の概ね 10％以上を対象として、各種申請書、帳簿類の突合せ、質問等により実施します。 

②科研費特別監査：科研費通常監査の対象となったもののうち、概ね 10％以上を対象として、実際の

購入物品の納品状況及び使用状況、出張、研究補助者等の勤務実態など事実関係の厳密な確認などを

含めた調査を実施します。 

③公的研究費監査：科学研究費助成事業を除く公的研究費を対象に前 2 号に準じて行います。 

④部局等監査：各種帳票類の突合せ、質問等に加え、公的研究費の運営・管理体制に関わる関係者にヒ

アリングを行い、不正使用防止を含めた運営・管理体制の有効性及び効率性を検証します。  

⑤リスクアプローチ監査：不正使用が発生するリスク要因に着目した次のリスクアプローチ監査を実

施します。  

ア 研究者等の旅費の一定期間分抽出による出張（目的、内容、交通手段、宿泊 場所等）に関する

ヒアリング  

イ 非常勤雇用者を対象とした勤務実態（勤務内容、勤務時間等）に関するヒアリング  

ウ 納品後の物品等（換金性の高い物品等）の現物確認  

エ 研究計画に比して、予算執行が著しく遅れている研究者等へのヒアリング  

オ 取引業者の帳簿との突合で、架空発注がないかの確認 
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【監査項目及び項目ごとの点検事項】 

監査項目及び項目ごとの点検事項は以下の通りです。 

NO 監査項目及び項目ごとの点検事項 

１ 収支簿の確認 

物品購入依頼書で、下記の支出内容をチェックし、必要に応じて、実査で研究者等にヒアリングし、

不正使用がないか確認する。①特定業者との連続取引、取引件数の多い物品、②謝金の支払い、③

旅費の支払い、④換金性の高い物品の購入、⑤設備備品の購入、⑥予算執行が計画的に行われてい

るか、年度末近くに集中して執行されていないか、などを確認する。 

２ 証拠書類の確認 

伝票が証拠書類（請求書、領収書、見積書、納品書等）に基づき、適正に作成されているか確認す

る。特に、機械処理されていない証拠書類あるいは日付が空欄の納品書等があった場合には、取引

業者にヒアリングし、理由を確認する。 

３ 目的外使用の確認 

執行内容が、研究課題・研究目的に合ったものか確認する。 

４ 物品発注・検収体制の確認（特殊な役務を含む） 

・職務権限にもとづき、管財課から物品調達されているか、物品調達の履歴で、手続きの適正性を

確認する。また、検収が適正に行われているか（検収印など）、確認する。 

・データベース・プログラム・デジタルコンテンツ作成は、動作確認、デジタル機器上における成

果物で確認する。 

・機器の保守、点検は、保守・点検時の立会状況とともに、作業報告書等で確認する。 

・換金性の高い物品（パソコン、タブレット型コンピュータ、デジタルカメラ、ビデオ、録画機器、

金券類）は、公的研究費で購入したことが明示（シール貼付）されているか、物品の所在が分かる

よう記録し管理しているかを確認する。また、金券類については、出納簿により、出納の記録（贈

呈先等）を確認する 

５ 設備備品購入の確認 

購入した設備備品が、適正に設置され稼働しているか、また、固定資産ラベルが貼付されているか、

実査で確認する。 

６ 業務委託契約の確認 

契約書は適切か、仕様書は、業務委託内容が明確で詳細な作りであるか。実施計画書（作業日程表）・

作業指示書・成果物等が適正に保存されているか確認する。 

７ 出張報告書・旅行事実の確認 

・出張前・出張後の手続きが適正に行われているか、用務内容が研究目的・研究課題と合っている

かを確認する。 

・リスクアプローチ監査では、研究者等に旅行の事実及び訪問先相手方からの旅費支給（重複受給）

の有無等を確認する。 

・関係部署（研究支援課・理事長室）に、上記について、訪問先相手方へ書面又はメールでの問い

合わせ状況等を確認する。 

８ 謝金作業実績の確認 

原議書・出勤簿（勤務報告書）で作業が行われた実績を確認する。 

９ 非常勤雇用者の労務管理体制の確認 

・研究補助等の業務のため、公的研究費で雇用された非常勤雇用者に対し、アルバイト労働条件通

知またはアルバイト業務契約書、勤務実態及び謝金等の支払い手続きに関し確認する。  

・非常勤雇用者の勤務状況について、アルバイト労働条件通知またはアルバイト業務契約書と出勤

簿（勤務報告書）を照らし合わせ、確認する。  

・リスクアプローチ監査では、非常勤雇用者、又は研究者等にヒアリング（勤務指示者、業務 内容、

勤務場所、出勤簿（勤務報告書））を行うほか、出勤簿（勤務報告書）が適正に管理されているか、
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実査で確認する。 

・関係部署（研究支援課・理事長室）に、上記についてのヒアリング状況を確認する。 

１０ 予算執行状況の確認 

・研究計画に基づき、予算執行されているか、予算執行状況を定期的に確認する。 

・リスクアプローチ監査では、関係部署（研究支援課・管財課）に、執行率の悪い場合には、改善を

求め、必要に応じて、研究費の繰越し、返還等の指導が行われているか確認する。 

１１ 合算使用・繰越使用の確認 

他の経費と合算使用した場合や、年度繰越した場合の使い方が適切か確認する。 

１２ 受託研究費等の受入手続きの確認 

受託研究費等の受入れ手続きが適正であるか確認する（対象は、省庁、省庁所轄の独立行政法人の

受託研究費のうち、受入れ金額が 300 万円以上の研究課題とする。）。 

１３ 購入設備等の寄付申込み及び受入れ手続きの確認 

公的研究費で購入した設備等（備品、図書を含む）について、購入後、本学への寄付申込み等が適

正に行われているか、研究者等及び関係部署（研究支援課・管財課・学術情報課）に確認する。 

１４ 業者に取引内容を確認・特定の時期に集中して取引されている物品、特定の業者との取引が多い案

件、機械処理（日付が空欄又は手書き）されていない帳票等をデータ又は帳票類で調査する。 

・リスクアプローチ監査では、上記の中から抽出し、取引業者の帳簿と突合し、架空発注がないか

確認する。 

１５ 上記のほか、潜在的リスクを洗い出し、特別監査又はリスクアプローチ監査で、研究者等にヒアリ

ングする案件について、精査する。 

※学校法人智香寺学園内部監査規程 https://www.sit.ac.jp/gakunai/soumu/kitei/202004/1-2-018.pdf 

※埼玉工業大学公的研究費内部監査マニュアル https://www.sit.ac.jp/gakunai/soumu/kitei/202004/1-2-035.pdf 

 

６．誓約書の提出 

研究者・事務職員に課す誓約書の提出について 

本学の研究者および事務職員は、規則等を遵守すること、不正を行わないこと、不正を行った場合に大学や

配分機関の処分を受けるとともに法的責任を負うことを誓約する書面（誓約書）の提出が必要です。誓約書を

提出しない者に対し、公的研究費に係る申請および管理運営に従事することを禁じることがあります。 

・本学の研究者・・・・・・ 公的研究費の使用にあたっての誓約書（P.50 様式 3(1)） 

・本学の事務職員・・・・・ 公的研究費の事務処理等にあたっての誓約書（P.51 様式 3(2)） 

 

７．研究活動に係る不正行為の申立について 

１）研究活動不正行為の告発窓口の設置 

本学における研究活動において不正が生じた場合の申立てに対し、適切な対応を行うため告発窓口を設置

しています。（告発は原則として顕名通報とする。） 

２）研究活動に係る不正行為とは 

本学の構成員又は構成員であった者が本学に在籍する時期に行った次に掲げる行為をいいます。 

（1）研究活動における故意の捏造、改ざん、又は盗用 

（2）研究費の不正使用(私的流用、目的外使用、不正受給) 

（3）その他研究活動における不正行為に準ずる著しく悪質な行為 

（4）上記(1)(2)(3)に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害 
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３）申立等を行うことのできる者 

研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、ファクシミリ、電子メール、電話又

は面談により、告発窓口に対して告発を行うことができます。 

４）申立ての方法 

申立ては、所定の申立書に以下の内容を記載し、窓口に送付してください。 

・申立者の氏名（申立後の手続きにおいて氏名の秘匿を希望することもできます。） 

・被申立者（不正を行った疑いのある者） 

・不正の態様及び内容 

【申立書】申立の際は、所定の申立書【様式１(1)・(2)】をご使用ください。（P.47・P.48） 

５）申立窓口 

住 所：〒３６９－０２９３ 

埼玉県深谷市普済寺１６９０番地 

研究支援課 

電 話  ： ０４８－５８５－６８９５（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ ： ０４８－５８５－６８９６ 

e-mail ： kyouiku@sit.ac.jp 

※ 電話による受付時間は、平日 ９時００分 ～ １６時００分です。 

 

■研究活動における不正対応に関する体系図 

 
※埼玉工業大学の研究不正対応に関する規程 https://www.sit.ac.jp/gakunai/soumu/kitei/202004/2-3-304.pdf 
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８．公的研究費の不適切な使用に関する相談・通報 
 

科研費をはじめとした公的研究費においては、適切な処理を遵守し、不正を防止することが強く求められま

す。ルールに従って正しく使用しない場合は、科研費の返還や応募資格の停止、採択課題の交付停止などの措

置が発生します。これらは不正を行った研究者だけでなく、機関全体に及ぶこともあるので、公的研究費の使

用に当たっては十分ご留意ください。不明な点がある場合は以下の相談窓口にご連絡ください。 

また、その他、法令違反行為等の情報や通報については、以下の公益通報・相談窓口で受け付けています。 

 

【相談窓口】 

◎研究支援課 

電  話： ０４８－５８５－６８９５（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ： ０４８－５８５－６８９６ 

〇 共同研究又は受託研究費に関すること 

〇 科学研究費補助金に関すること 

〇 戦略的研究基盤形成支援事業に関すること 

〇 府省等外部公的研究資金に関すること 

〇 その他学外研究費に関すること 

 

◎ 法人本部管財課 

電  話： ０４８－５８５－６８０９（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ： ０４８－５８５－６８９２ 

〇 教育研究費全般に関すること 

 

 

【公益通報・相談窓口】 

◎学内窓口：内部監査室 

電  話： ０４８－５８５－６８２６（ダイヤルイン） 

E-Mail： sit_kansa@sit.ac.jp 

 

◎学外窓口：緒方法律事務所 

住 所：〒１００－０００６  

東京都千代田区有楽町一丁目９番４号 蚕糸会館７階 

電  話： ０３－５２２３－７８８８（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ： ０３－５２２３－７８８３ 

E-Mail： shimura@ogatalaw.com 
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９．違反者へのペナルティ 
 

 科研費等の公的研究費の不正使用を行った研究者にはもちろんのこと、大学にも厳罰が科されます。科学研

究費補助金取扱規程改正により、平成 25 年度から更に応募資格停止期間が厳格化されました。 

・研究者個人に対する罰則   ⇒ 補助金の返還命令 

一定期間の応募資格停止 

刑事罰 

・研究機関（大学）に対する罰則 ⇒交付停止 

一定期間の応募資格停止 

間接経費の削減 

厳格な改善計画の提出・実行 

【代表的な公的研究費の不正使用・不正受給を行った者への応募制限】 

不正使用及び不正受給に係る交付制限

の対象 

不正使用の程度 応募制限期間 

Ⅰ．不正使用を行った研究者及びそれに共

謀した研究者 

1．個人の利益を得るための私的流用 10 年 

Ⅱ．不正使用を行った研究者及びそれに

共謀した研究者 

2．「1．個人の

利益を得るた

め の 私 的 流

用」以外 

①社会への影響が大き

く、行為の悪質性も高い

と判断されるもの 

5 年 

② ①及び③以外のもの 2～4 年 

③社会への影響が小さ

く、行為の悪質性も低い

と判断されるもの 

1 年 

Ⅲ．偽りその他不正な手段により科研費

を受給した研究者及びそれに共謀した

研究者 

 5 年 

Ⅳ．不正使用に直接関与していないが善

管注意義務に違反した研究者 

 不正使用を行っ

た研究者の交付

制限期間の半分

（上限 2 年、下限

1 年、端数切り捨

て） 

なお、以下に該当する者に対しては、「厳重注意」の措置を講じます。 

1．上記Ⅱのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合の研

究者 

2． 上記Ⅳのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された補助事業に対して、善管注意義

務に違反したと認められる研究者 
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１０．物品（備品・用品・消耗品）の購入手続き 
 

研究費の予算執行にかかる物品等の購入及び発注については、本学所定の「物品購入・支払依頼書（様式 5）

を使用して手続きをしてください。本学園の全ての教員研究費が公的な資金であることを踏まえ「固定資産及

び物品管理規程」及び「調達規程」に基づいて適正な事務処理が行うようご協力願います。 

 

１０．１．物品の定義（物品価格消費税含む） 
 
 
 
備 品 

一個または一組の価格が10万円以上かつ耐用年数1年以上の機械器具、装置類。 
当該研究を遂行するために必要な備品であり、その性質上、原型のまま比較的長期の

反復使用に耐えうるもの。 
科研費の直接経費により設備・備品を購入した場合は、直ちに寄付願い（様式29）に

より研究機関へ寄付しなければならない。（機関はこれを受け入れ適切に管理する） 
※教育研究用機器備品として現品確認等台帳管理をします。 

 
用 品 

一個または一組の価格が１万円以上10万円未満の機器備品類。 
（パソコン・タブレット・小型コンピュータ・デジタルカメラ・ビデオカメラ・テレ

ビ・録音機、電子辞書類等）他電化製品以外の家具等も含む。 

消耗図書 一点の価格が５万円を超える標本、図書は図書登録を要します。 

 
消耗品等 

部品、消耗品、謝礼品、実験用薬品、実験用材料、論文別刷、ソフトウェア等。 
当該研究を遂行するために必要な物品であり、その性質上、使用するに従い消費さ

れ、その性質が長期使用に適さないもの。 

 

１０．２．業者に発注して購入する場合 

〇1 単価 10 万円未満（税込）      ⇒ 個人発注できる・・・物品購入・支払依頼書【支払】 

                      見積書（可能な限り）を取得し発注する（※事務に依頼して

もよい） 

 

〇1 単価 10 万円以上 30 万円以下（税込）⇒ 個人発注できない・・・物品購入・支払依頼書【購入】 

   ロット売注文は、該当しない             管財課で１社の見積もりをとる⇒教員へ結果報告 

 

〇1 単価 30 万円以上（税込）      ⇒ 個人発注できない・・・物品購入・支払依頼書【購入】 

                               管財課で 2 社の見積もりをとる⇒教員へ結果報告 

※ 特別な事情により 2 社の見積もりがとれない  物品選定理由書（様式 28）を添付 

 

0 円   ～   10 万  ～    30 万  ～  1000 万 ～ 

 未満 以上 未満 以上 未満 以上 

個人発注 可 不可 

見積書 可能な限り 管財課で1 社見積もり 管財課で2 社見積もり 

契約書 不要 必要 

 

◇購入する物品より、配送料が高くならないよう配慮してください。 
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〇振り込み支払・・・管財課・研究支援課に依頼する 

 ・提出期日は、毎月 5 日（先月末日締め）を月毎の締切期日としており、原則、前月分を翌月の 25 日に

業者支払を行います。（振込日は当該者が確認し、業者に連絡する） 

※原則 8 月分の業者支払は無し 

・年度末は、原則 2 月末で予算執行を停止し、3 月末（年度末）までに支払完了とします。 

 

 
 

郵 便 振 替 用 紙 
「記入上の注意点」 
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コ ン ビ ニ 振 込 用 紙 
 

 

 

埼 玉 工 業 大 学　

〇〇学科　〇〇〇〇　様

〇〇〇〇株式会社

　金額 　円

 No 数量

1 1

2 1

3 10

　宛先は「埼玉工業大学」✙「研究者名フ

　ルネーム」または「発注者名フルネーム」

　

品名

書籍

コピー用紙

ファイル

金額（税込み）

3,300

5,500

2,200

請　求　書

〇年〇月〇日

11,000

明　細

社印

　　請求書の書式例

納品内容の明細が記載されていること

品名にかかる消費税の内訳がわかるような記載。

記載がない場合は、別途、明細書を発⾏しても可

　　発行時事業者の氏名・名称が記載され

 社印の押印があること　※海外企業など

の社印がないことが通例の場合は不要

　　　　　　　　　　　　　消費税　10％　　　　　　　消費税　　1,000 円

　　　　　　　　　　以上のとおり請求します

 年 月 日が印字されてい

 ること　※空白は不可
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１０．３．研究者が立替払いにより購入する場合 

業務上、やむを得ない場合のみの手段です。 

緊急性のあるもの、インターネット決済でしか購入できないもの、前払いでしか購入できないもの、海外

出張先でしか購入できないものに限ります。 

請求払いでの取引が可能な業者への利用は不可。 

 

〇立替払（様式 4）は、月毎（月単位）で大学院と学部を合わせて５万円（税込）を限度（上限）とする 

⇒原則、現金払 

インターネット利用による場合は、立替払いとなり、「領収書の書式例」のとおりの「領収書」が必要。 

※インターネット注文であっても到着後に支払可能な業者（モノタロウ・アスクル等）の場合は、納品書と

請求書が必要となる。 

 

 

 

 

埼 玉 工 業 大 学　

〇〇学科　〇〇〇〇　様

〇〇〇〇株式会社

　金額 　円      され

 No 数量

1 1

2 1

3 10

　
納　品　書

〇年〇月〇日

社印

　　納品書の書式例

　宛先は「埼玉工業大学」✙「研究者名フ  年 月 日が印字されてい

　ルネーム」または「発注者名フルネーム」  ること　※空白は不可

　　請求内容の明細が記載されて

　　いること。品名にかかる消費税

　　の内訳がわかる記載が必要。　

 　 記載がない場合は、別途、明

　　細書を発行しても可

コピー用紙 5,500

ファイル 2,200

11,000

明　細

品名 金額（税込み）

書籍 3,300

　　　　埼　玉　太　郎
（研究者の⾃署または押印）

　　　　　検　収

　　　　　日　 付

　　　　　受付者

 事務局による検収印の印があること

            発行時事業者の氏名・名称が記載

ていること※社印は押印され

　　　　　　ていなくても差支えありません

　　　　　　　　　　　　　消費税　10％　　　　　　　消費税　　1,000 円

　　　　　　　　　　以上のとおり納品します

　⇒　　全ての物品購入

 「研究者による納品確認」として研究者

  の自署または押印＋日付が必要
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クレジットカードの立替払 

 原則としてクレジットカードでの支払いは、認めません。 

 （例外）・海外の学会費・参加費 

     ・カード支払しかできない場合 

     ・インターネット購買 

     ・海外出張においてカード利用の方が安全である場合 

 

 

 実店舗でクレジットカード決済（現金支払い以外）をした場合は、立替払（様式 4）の備考欄に理由を明

記する。 

 

 各種ポイントの利用は立替処理ができません。使用があった場合、ポイント金額を除いた金額で支払処理

を行います。家電量販店で立替をする場合、ポイント付与を選択せず現金値引きを選択してください。（図

書券、商品券、金券を利用した際の支払は処理できない） 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

 

・領収書は溜め込まず、毎月、速やかに処理してください。 

・提出期日は、毎月 20 日を月毎の締切期日としており、20 日以内に提出処理された立替金は翌月に給与

口座に振り込まれます。 

※ 特別な事情により期日を超えてしまう場合は、備考欄に理由を明記するとともに担当部署に連絡してく

ださい。 

 

 
     

 

 

カード払いで領収書が発行

できない場合は、カードの

明細（内容明記）されている

ものを提出 
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１０．４．謝礼品を購入する場合 

インタビューまたはアンケート等の協力者への謝礼品は、図書カードまたはクオカードを渡してくださ

い。謝礼品を購入する場合は、【様式 6】および【様式 7】に記載して管財課または研究支援課に申請してく

ださい。 

謝礼品は、管財課または研究支援課が発注し、納品後、検収を経て該当教員にお渡しします。 

 謝礼品は、インタビューまたはアンケート等の実施後に渡し、協力者から受領印を受けてください。 

≪留意事項≫・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

〇業者支払処理の期限・・・・年度内（当該年度内処理）⇒処理できない場合は自己負担 

〇予算残額の確認「業務別予算差引簿」を確認するとともに個人でも管理表で残額を把握すること 

         特に「院担予算」は、繰越のない単年度決算となるので要注意 

〇予算超過の場合・・・予算執行等の変更措置を取る（執行を停止する） 

 
 

埼 玉 工 業 大 学　

〇〇学科　〇〇〇〇　様

〇〇〇〇株式会社

　金額 　円      され

 No 数量

1 1

2 1

3 10

　　　購入したものを

         の自署または押印＋日付が必要

 枚数があって

  も全て記載

　　

　　　全て記載する

         「研究者による納品確認」として研究者

（研究者の⾃署または押印） 　　　　　日　 付

　　　　　受付者

 事務局による検収印の印があること

　⇒　　全ての物品購入

ファイル 2,200

　　　　　　　　　　　　　消費税　10％　　　　　　　消費税　　1,000 円

　　　　　　　　　　以上のとおり領収しました

　　　　埼　玉　太　郎 　　　　　検　収

明　細

品名 金額（税込み）

書籍 3,300

コピー用紙 5,500

　　の内訳がわかる記載が必要。　             発行時事業者の氏名・名称が記載

 　 記載がない場合は、別途、明 11,000 ていること※社印は押印され

　　細書を発行しても可 　　　　　　ていなくても差支えありません

〇年〇月〇日

　　請求内容の明細が記載されて 社印

　　いること。品名にかかる消費税

　宛先は「埼玉工業大学」✙「研究者名フ  年 月 日が印字されてい

　ルネーム」または「発注者名フルネーム」  ること　※空白は不可

　
領　収　書

　　領収書の書式例
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１１．物品の納品と検収について 
 
本学における公的研究費の適正な執行管理を図るため、物品検収場（※以下検収場とする）に於いて、購入

金額に関わらず全ての購入物品の納品・検収を実施しております。 
【検収場での納品検収】 

○ 検収場での検収は、公的研究費による物品購入等を「品目・数量・規格」により事実確認を行います。 
○ 検収場を通らないものは、本学への納品等と認めません。 

 ただし、検収場で開梱して確認できない場合、直接部門等に納品され検収場を通すことが困難な場合には、

検収場職員が確認に行きますので、ご連絡下さい。 
 
【物品検収の対象物】 
 

対象物 物品検収 

備品  

用品・消耗品  

※書籍・図書  

システム導入・構築等 
検収場→研究者等 

○ 物品の受領については、同じ研究室の人が代理で行

うことができますが、納品書への署名または押印、

日付記入は研究者が行ってください。 

デジタルコンテンツ、DL ソフトウェア 

検査機器等 

図書カード等 

修繕・検査他  

委託（英文校正等）  

 
 

 
※公的研究費（個人研究費を含む）で購入する 1 部の価格が税込み 5 万円以上の図書については、図書館

にて登録と検収行いますので、研究者等が納品書又は領収書と図書等を図書館に持参してください。 
ただし、5 万円未満・雑誌（雑誌の年間購読料は期間中に 1 回の検収が必要になります。）・学会誌は、図書館

の登録が必要ありませんので、検収場に持参して検収を受けてください。 
尚、図書等が大量にあり持参することが困難な場合や、重量物の修繕等については図書館又は検収場までご相

談下さい。14.検収要否一覧も合わせて確認してください。 
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【検収場の場所と検収時間】 
○ 検収場場所：２６館１階 

TEL： 048-585-6820 内線 2471 
FAX： 048-585-6892 

○ 受付時間：平日（月～金）9：00～15：30 
※土・日・祝日、夏期・冬期一斉休業期間は除きます。 
時間外（早朝、夜間、休日）の納品の場合は、原則、勤務時間内 9：00～15：30 に検収を受けてください。 
やむを得ず時間外になる場合は、翌日に検収を行いますので、検収場へ連絡をお願いします。 
 
【物品検収場を行う時期】 

原則、納品を受領した日に実施します。やむを得ず納品した日に検収ができない場合は、納品日含め

７営業日以内（※それを過ぎて検収を行った場合は、遅延理由を明記）に検収を完了してください。 

 

～ 納品書検収  ～ 

 

☆ 納品書には、研究者の署名または押印と検収場職員の2つの検収印が必要です。どちらかの検収印 

 がない場合には、公的研究費では支払うことができません。 

☆ 納品書類が、複数枚にわたる場合、各書類に検収印を押印してください。 

☆ 購入する物品は大学送付のものに限ります。（自宅送付は原則禁止） 

 
【納品検収の流れ】 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

業者が物品を検収場に納品する。 

 検収場職員は、物品と納品書の内容が同一であること（品目・数量・規格）を確認す

る。 

 納品書に検収印を押印し業者に渡す。 
 研究者等の在室を確認し、業者が物品を研究者へ納品する。 

※不在の場合は検収場で保管し(薬品は除く)、後日、連絡のうえ引き取りを依頼する。

 

 研究者は品目・数量・規格に加えて、物品の性能・品質等を確認し、物品を受領、納品書に日付を

記入のうえ署名または押印する。 
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１２．直納による場合の物品検収 
 

公的研究費による購入物品等で、次の場合は研究室等へ直納することとします。 

【直納する物品】 

① 重量物・実験動物（生物類）等（物品検収室に搬送するのが適当でないもの） 

② 研究室での据付・調整・修理・改造等が必要なもの 

③ 液体・気体を研究室のタンク等に充填する場合 

④ 役務であり、成果物を持ち込めない場合（ソフトウエアの保守サービス契約等） 

※ 成果物が持ち込める場合は、検収場へ納品 

 

【直納による場合の納品検収の流れ】 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業者が物品を直接研究室に納品する。 

※原則、納品当日に納品検収が必要 

検収場へ電話・メール 等で連絡をする。 

※物品は未開封、未使用とする。 

検収場職員が研究室へ行く。 

但し、持ち運べるものは研究者等が検収場へ持参する。 

 検収場職員が、物品と納品書の内容が同一であること（品目・数量・規格等）を確

認し、納品書に検収印を押印する。 

 研究者は品目・数量・規格に加えて、物品の性能・品質等を確認し受領する。 

 納品書に日付を記入のうえ、署名または押印する。 
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１３．立替払いで購入した物品の納品検収 
 
【立替払いで購入した納品検収の流れ】 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

研究者が立替払いで物品を購入する。  ※購入後速やかな納品検収が必要です。 

研究者（または代理人）が検収場へ領収書等とともに物品を持ち込む。 

 検収場職員は、物品と領収書の内容を確認する。 

 領収書に検収印を押印し、研究者等に渡す。 

研究者（または代理人）は物品を研究室へ持ち帰る。 

研究者は、物品の性能・品質を確認し、領収書に日付を記入のうえ署名または押印する。 
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１４．検収要否一覧 
 
検収対象は原則、物品（備品・用品・消耗品・機器等）です。 
ご質問の多い検収の要否を下記にまとめました。 
その他記載がなく判断に困る際は、検収場へお問い合わせください。 

【要否】〇＝検収必要  ×＝検収不要 

検収対象 要否 検収方法（例、注意事項等） 

化学薬品 〇 
※発注者不在時、納品業者は検収を取り消し、持ち帰りとす

る場合があります。 

ソフトウエア・ライセンス 
（組み込みでないもの） 

 
〇 

ソフトウエアが利用可能になったことが確認できるもの

を提示。（PC等にダウンロードされた状態の画面、認証ID通

知書、ライセンス契約の継続・更新がわかる通知書、等） 

電子書籍 〇 
納品（ダウンロード）された事が確認できる物、PC等にダウ

ンロードされた状態の画面等を検収 

手土産 〇 購入時に写真撮影していただき、後日その写真とともに検収 

論文・論文集 

学会資料等 
〇 ※学会参加費等と論文集代が別立てで請求される場合 

論文掲載料 × 投稿料、掲載料は検収不要 

 
学会等の年会費・参加費 

 
× 

検収不要 

※学会参加費等と論文集代が別立てで請求される場合は、論

文集の検収が必要 

コピー機のカウンター料金 × 検収不要 
宅配料金 × 検収不要 

電話料金 × 検収不要 

郵便料金 × 購入後、直ちに窓口で郵送した場合は検収不要 

郵便料金 
（切手、はがき、レターパック等） 

× 
購入後、郵送していない場合は、検収。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
外注 

印刷製本物・出版物・文献複写

物・現像物 
〇 納品物全量にて検収  

翻訳・校閲・校正 〇 
成果物にて検収 
※1ページ目のみ印刷し持参してください。 

 

 
 
 
 
データベース・プログラム・

デジタルコンテンツ開発・

作成 

 
 
 
 

 〇 
 

【成果物がある場合】 
成果物控え・コピー等（又は明細の分かるもの）を提出してくだ

さい。なお、必要に応じて専門的知識を有する者による事後チェ

ックを行います。（検収内容により困難な場合は、原則、発注し

た研究者以外の検収の可能な教職員等に依頼します。） 
 
【成果物がない場合】 
検収担当職員が立ち会い等による現場確認（実見検収）を行い

ます。ただし、学外での役務等、現場確認が困難な場合は、完

了報告書等の具体的な役務内容が確認できる書類により研修

を行い、事後チェックにより検収を補完します。 

 
機器修理費 

 
〇 

修理報告書等により、現物確認にて検収 

※「修理作業中」を撮影しますので、作業場所へ検収員が伺

います。（事前連絡必須） 
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１５．不正な取引に関与した業者に対する措置（処分）及びルールについて 
 

本学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成１９年２月１

５日文部科学大臣結締、令和３年２月１日改正）並びに「埼玉工業大学における公的研究費の執行・管

理・監査に関する規程」第１５条（不正関与業者への対応）に基づき、契約の適正な履行を確保するた

め、取引業者が不正取引や贈賄等の不正取引を行った場合の措置及びその手続ルールを定めています。 

つきましては、対象となる取引業者に対して、「学校法人智香寺学園埼玉工業大学との契約等に当たって

の注意事項」及び「埼玉工業大学公的研究費執行に係る不正取引に関与した業者に対する措置（処分）方

針」についてご理解いただき、「取引に関する誓約書（様式２）」を提出して貰うこととしております。 

 

〇埼玉工業大学公的研究費執行に係る不正取引に関与した業者に対する措置（処分）方針 

                 （本マニュアル 117 ページ） 

〇取引に関する誓約書  （本マニュアル 49 ページ 様式 2 参照） 

 

【参考】 ◆埼玉工業大学における公的研究費の執行・管理・監査に関する規程 

（本マニュアル 97 ページ） 

   ◆学校法人智香寺学園調達規程        （本マニュアル 133 ページ） 

 

本学のホームページで公開（周知）しておりますが、検収を実施する段階で、取引業者の皆様に管理ルール

手続内容を説明し、本学からのモニタリング調査及び取引証憑書類の閲覧・提出等の要請等にもご理解いただ

きご協力をお願いしております。 

 

 

      ≪提出先≫  

住所: 〒369-0293 

               埼玉県深谷市普済寺 1690 番地 

               埼玉工業大学 法人本部管財課 

            電話：048-585-6809（ダイヤルイン） 

           FAX ：048-585-6892        

 e-mail：kanzai@sit.ac.jp   
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１６．国内出張申請ルール 

 

 １６．１．国内出張 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

             理事長・学長の決済をとる。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～用務遂行～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

 

 
          【添付書類内容】 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

予算を管理している課に金額を指示 ⇒ 各課が支払明細票を作成し会計課へ提出（残額管理）  

交通費 

航空機 航空運賃の領収書及び搭乗券（半券） 

新幹線 使用済特急券・急行券原本または領収書原本 

（乗車区間が明記されているものまたは乗車区間を記入） 在来線（特急・急行） 

普通列車 領収書または乗換サイト(経路明細）等の印刷 

バス 運賃表 

タクシー 

（備考欄に理由記入） 
領収書の原本 ⇒ 経路の記入 

宿泊費 領収書の原本又は宿泊証明書 

用務に 

関する 

書類 

会議 次第・日程表 

研修 次第・日程表 

セミナー レジメ・日程表 

情報収集 
相手機関の根拠資料（出張用務等確認書） 様式 11 

相手機関の承認等のメール 

学会 
プログラム等（発表の場合は、発表者であることを確認でき

るページの写し） 

実験 実験予約票・相手機関の承認が確認できるもの 

打合せ 

議事録 

打合せの確認がとれるもの（出張用務等確認書） 様式 11 

メール等による取決め事項 

展示見学 パンフレット・来場者受付票の写し 

先方負担による出張 案内文・依頼文の添付 

各自申請 
⇓ 

「出張願」の提出 
学部事務室（教務課）
より理事長室へ 

提出書類のチェック 
理事長室（仮計算） 

「出張報告書」の提出 
学部事務室（教務課）
より理事長室へ 

≪提出書類≫「出張願」（様式 9） 

  添 付 書 類 ⇒ 用務に関する書類 

（スケジュールがわかるものが好ましい） 

出張前に学科長および学部長の承認を得ること 

◆予算区分の該当箇所に必ず✓を入れること。※次頁（別表 1）を参照 

手続きの流れ 

《提出書類》「出張報告書」（様式 10） 

◆ 予算区分の該当箇所に必ず✓を入れること（別表 1）を参照 

◆ 【所感】の欄に必ず所感を記入すること 

◆ 帰着後直ちに学科長及び学部長の承認を得てから学長・理事長の承認を受ける 

 注 意 事 項  用務時間は、実務時間ではなく移動時間も含めて記入すること。 

予算を管理する課で、出張が予算区分に適したものかを確認する。 

・理事長室  ⇒ 個人研究費管理（教育・旅費交通費） 

・研究支援課 ⇒ 公的研究費・受託研究費・寄付金等管理 

※ 「出張願」提出時に添付した用務書類以外の書類を「報告書」に添付して 

提出してください。同様であれば提出の必要はありません。 

⽀

払

い

処

理 

旅費の算出 

理事長室 
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１６．２．国内出張要領 

  【出張の用務】 
出張は、次の用務を主とする。  
① 研究のため各種学会に参加すること 

② 研究成果を講演すること 

③ 研究のための資料収集及び学術調査 

④ 研究のための情報交換に関すること 

⑤ その他（正課に係る学生実地指導等） 

【適用者】 
原則、本学の教職員とする。研究代表者、研究分担者、その他研究協力者（本学大学院生・学部学生ア
ルバイトを除く）が公的研究費を使用して出張する場合は、この要領を適用する。本学大学院生・学部
学生アルバイトについては、本項内に別途定めたものを適用する。 

【予 算】   

                              （別表 1） 
                               

① 教育・旅費交通費の予算額 325,000 円を超えて支出することはできない。 
② 年度をまたぐ出張の場合は、前年度の予算から支出する。 
③ 原則、自己負担及び先方負担の場合、交通費・宿泊費・日当は支給しない。 

【手続き】 
 前項「国内出張申請ルール」に従い、書類を提出する。 

 出張願（様式 9）・出張報告書（様式 10） 
 上記（別表 1）の予算区分を確認し様式 9・様式 10 の該当箇所に✔を入れる。 

 出張報告書には、添付書類が必須なので、紛失しないよう保管する。 
◆ 交通費に関する書類 
◆ 宿泊費に関する書類 
◆ 用務に関する書類 

【旅費の算出及び支給】 
【算出】 旅費は、交通費・宿泊費・日当とし、日当・宿泊費は「別表 2」の基準額により算出する。 

交通費は、大学または届け出ている現住所を起点または終点として算出する。 

 国内出張旅費 ＝ 交通費 +（宿泊費(1 泊)×宿泊数）+（日当(1 日)×出張日数） 

上記費用を旅費予算から支出する。 

【支給】 旅費は、理事長室において「出張願」「出張報告書」を照合した後に精算し、会計課が翌月の給
与支給日に振込支給する。 

 

 

 

予算区分 予算管理部署 旅費予算の上限 留意事項 

教育・旅費交通費 理事長室 75,000 円 
海外出張には 

使用できない 

残額の翌年度繰り越し 

不可 

教育・旅費交通費 
（個人研究費） 

管財課 
250,000 円 
（限度額） 

 
個人研究費であるが特

別に旅費として流用で

きる額 

公的研究費 
受託・寄附金等 

研究支援課 契約による   残額の翌年度繰り越し可 
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【旅費の種類】 

 交通費  交通費は、鉄道賃・車賃・船賃・航空賃とする。 

 鉄道賃は、路線に応じた運賃を支給する。 
 運賃は、IC カード運賃ではなく、切符（現金）運賃での計算とする。 
 グリーン料金は支給しない。 
 運行ダイヤの関係で普通列車の利用が困難な場合は、基準に満たない距離でも急行・特

別急行・新幹線の利用ができる。ただし、その場合は、理由を出張願の備考欄に記載す
る。 

 領収書を入手することが困難な場合、乗換サイト等の経路詳細金額より支給する。 
 通勤手当が支給されている通勤定期区間は除いて支給する。 

 

【乗車距離（片道）に応じた運行列車の利用基準】 

 

 

 

 

 

 

 

① 上記の乗車距離は、起点から終点までの合計距離ではなく、それぞれ運行する列車の乗車距離と

する。A は 50Km 以上、B は 100Km 以上の乗車距離で特急料金が支給されます。 

② 新幹線は、【東北・山形・秋田】【上越・北陸】【東海道】路線毎の乗車距離とする。 

③ 高崎-軽井沢・佐久平・上田間は、新幹線利用の基準（100Km）に満たなくても新幹線（自由席）

を利用することができる。（在来線の運行がないため） 

④ 大宮-宇都宮間は、新幹線利用の距離の基準（100Km）に満たなくても新幹線（自由席）を利用

することができる。（在来線の急行・特急が運行されていないため） 

【その他の交通機関等】 

バス バス運賃表の料金を基準として支給する。 

タクシー 
用務上、タクシーを利用することを余儀なくされた場合、領収書をもって実費を支給する。 

出張報告書の備考欄にタクシー利用事由を記入すること。 

航空賃 原則、エコノミークラスとする。領収書をもって実費を支給する。 

駐車料金 領収書をもって実費を支給する。 

 

 宿泊費  原則、宿泊は出張の用務地とする。 

出張の宿泊数に応じ、（別表 2）の定額上限により支給する。 

※宿泊を伴う出張については、必ず領収書または宿泊証明書を宿泊の根拠として添付する。 

《パック商品》 交通費及び宿泊費が包括されたパック商品は、定額の範囲（安価）において実費を支給

する。内容のわかる「明細書」を提出すること。 

 

《鉄道賃》 
新幹線 

在来線特急 
在来線急行 

《鉄道賃》 
普通列車 

起 

 

点 

距離制限 

なし 在来線普通列⾞ 

A. 在来線急⾏・特急列⾞ 

B. 新幹線 

50km 

以上 

100km 

以上 
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 日 当  日当は出張先での必要経費を補うための諸雑費として支給する。 

出張中の日数に応じ（別表 2）の 1 日当たりの定額上限により支給する。 

8 時間以上を１日として算出する。 

出張用務遂行が 5 時間以上 8 時間未満（起点から終点までの往復時間含む）の場合、 

日当は１日分の 5 分の 1 の額を支給する。（宿泊を伴う出張用務の初日及び最終日も

適用） 

（別表 2） 

教育職員 事務職員 日当（1日）8時間以上 宿泊費（1泊） 

教授 部長 4,000円 10,000円 

准教授 
次長・課長    3,500円   9,000円 

講師 

上記以外の教職員 3,000円 8,000円 

【研究協力者（大学院生・学部学生アルバイト）の出張・旅費等について】 
研究協力者（大学院生・学部学生アルバイト）が出張する場合、原則として担当研究者（専任教員）が

同行しなければならない。 

なお、研究協力者（大学院生・学部学生アルバイト）が出張する場合には、出張させるための「理由書

（様式任意）」を「出張願（教員用）」に添付し承認を得なければならない。 

大学院生・学部学生アルバイトの出張旅費は以下のとおりとする。 

職名 交通費 日当 宿泊費 

研究協力者 

（大学院生・学部 

学生アルバイト） 

実費 なし 

実費 （原則 1 泊 8,000 円以内） 

但し、同行の専任教員と同じ宿泊施設の場合、その専任教員の

「2.国内出張要領」別表 2 の定額上限まで支給できる。 

 
① 研究協力者（大学院生・学部学生アルバイト）の交通費については、実費とする。 

② 交通費の算出については、本マニュアルの国内出張要領を適用する。 

③ 研究協力者（大学院生・学部学生アルバイト）とは、本学大学院生及び学部学生で、本学園とアル

バイトの雇用契約を締結した者をいう。 

 出張手続  

1. 担当研究者（専任教員）は、研究協力者（大学院生・学部学生アルバイト）へ出張させるための「理
由書（様式任意）」及び「出張願（教員用）」の作成を依頼し、提出させる。 

2. 出張後、担当研究者（専任教員）は、研究協力者（大学院生・学部学生アルバイト）へ「出張報告
書（教員用）」の作成を依頼し、提出させる。また、「アルバイト出勤簿」に出張用務内容を記載し、
担当研究者（専任教員）が承認する。承認後、通常大学院生・学部学生アルバイト支払手続をする。 

3. 研究協力者（大学院生・学部学生アルバイト）が出張する場合には、学生課へ事前に「学外研修届」
を申請なければならない。 
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【学生の学会等への参加にかかる旅費について】 

１．概要 

（１）支給対象及び限度額 

学生が学会で発表する等の外部での研究活動を行う場合、指定の予算から旅費を支給することがで

きます。 

旅費には交通費と宿泊費が含まれ、それらを合わせた額について、課程ごと、参加形態ごとに年度

内の限度額が設定されています。 

学会の参加費・登録料については、この上限額とは別に、教員の研究費から支払うことができます。 

 
    ・学会参加費（旅費交通費）限度額 

課程 参加形態 限度額 

大学院生 

a 学会発表 
7 万円 

b 外部機関における実験等の研究活動 

c 学会聴講 5 万円 

学部生 学会発表 4 万円 

 
    ・学会参加諸費用 

科目 諸費用 限度額 備考 

旅費交通費 
交通費 実費 上表の学会参加費（旅費交通費）限度額

に含まれます。 宿泊費 1 泊 8,000 円 

諸会議費 参加費 実費  

 
大学院生については、年度内に c の活動のみである場合、限度額は５万円ですが、年度内に a 又は

b の活動を行った場合、限度額は７万円に引き上げられます。 

年度の途中で限度額が７万円に引き上げとなった場合で、既に５万円の限度額を超過し支払えない

金額があった場合、発表に係る旅費と併せて超過分の旅費を支給します。 

 
（２）支給 

支給は、一つの旅行ごとに現金で行います。 

３月又は９月に参加した分について、当該月に卒業/修了し本学に進学しない方等、現金支給に不都

合がある場合については、預貯金の口座へ振り込みます。 

 
（３）行先 

支給対象となる行先は、国内・海外問いません。 

なお、大学院生が、海外で実施される国際会議で発表する場合は、「大学院生国際会議（海外）参加

のための補助金」を活用し、より多くの補助ができる場合があります。ただし、旅費支給と当該補助

金は【併用不可】です。 

補助金の概要は以下のとおりです。活用したい場合は、指導教員及び学生課へ相談してください。 

 

対象 海外で開催される国際会議、国際研究集会 

補助上限額 行先に応じて上限設定。ヨーロッパ 20 万円、中国 10 万円等 

※申請状況により、申請額を下回る場合があります。 

補助時期 ３月（年１回） 
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２．支給手続き及び提出書類 

（１）提出書類保存場所 

提出書類の様式は、以下の場所に掲載の Google ドライブのリンクから取得してください。 

学生：LiveCampus＞キャンパスライフ＞学内共有ファイル＞学会等参加旅費 

教員：Google ドライブ＞配布ファイル＞職員＞教務課＞学会等参加旅費 

 
（２）書類が揃い次第事前に 

提出書類 備考 提出先 

学生の学会等への

参加にかかる旅費

負担申請書 

兼 学外研修届 

金額は現金料金（IC 料金不可） ・工学部 

・工学研究科 

→26 号館教務課 

 

・人間社会学部 

・人間社会研究科 

→30 号館教務課 

添
付
書
類 

①実施要項 学会名・開催期日・開催地・発表日が記載されているもの 

紙媒体のコピー、ウェブサイトのプリントアウトなど 

実験等の場合、実験予約票その他相手機関の承認が確認できる書

類 

②交通機関の経路・

金額がわかるもの 

インターネットから検索した経路・金額がわかるもの 

Yahoo!路線情報、NAVITIME 等 

旅費負担申請書記載の日付・金額と同一になるように 

  
（３）帰着後１週間以内 

提出書類 備考 提出先 

学生の学会等への

参加にかかる旅費

負担報告書 

金額は現金料金（IC 料金不可） 教務課 

添
付
書
類 

①実施要項 学会名・開催期日・開催地・発表日が記載されているもの 

紙媒体のコピー、ウェブサイトのプリントアウトなど 

実験等の場合、実験予約票その他相手機関の承認が確認できる書類 

②学会参加費の

領収書の写しま

たは名札の写し 

学会参加費の領収書の写しまたは名札の写し 

実験等の場合、実験等を行った事実が確認できる書類 

③旅費の領収書 ・整理して A4 用紙に張り付けて提出 

・交通費・宿泊費が包括されたパック商品は、限度額の範囲において実費

を支出する 

飛行機  ・領収書（原本） ・搭乗券または半券 

新幹線・特急 ・領収書（原本） 

上記以外の鉄道、バス ・④旅費の経路・金額がわかるもののみで可 

宿泊費  ・領収書（原本） 

④旅費の経路・金

額がわかるもの 

インターネットから検索した経路・金額がわかるもの 

Yahoo!路線情報、NAVITIME 等 

旅費負担申請書記載の日付・金額と同一になるように 

銀行振込依頼書 

通帳・キャッシュカ

ードのコピー 

３月又は９月に参加した分について、当該月に卒業/修了し本学に進学しない方等、現金支給に不都合

がある場合 

それ以外は原則現金を手渡しします。 

教務課 

学会参加費の領収

書等 

教員対応 

立替払（様式 4）・物品（購入・支払）依頼書（様式 5）で処理 

教務課（学科

事務） 
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３．外部資金の利用 

外部資金の予算がある場合、大学院担当経費/学部教育研究経費とは別に旅費として支出することが

できます。 

ただし、一つの旅行で大学院担当経費/学部教育研究経費と外部資金予算を合算して使用することは

できません。また、「大学院生国際会議（海外）参加のための補助金」を活用する場合も、他の予算と

は合算して使用することはできません。 

 
外部資金のうち、科研費や競争的資金等以外の予算上限は、複数の予算があったとしても、限度額

は各課程で設定している金額となります。 

科研費や競争的資金等については、研究支援課にご相談ください。 

 
例：大学院生が学会発表する場合 

予算 限度額 備考 

大学院担当経費 7 万円  

外部資金予算 寄付金 

7 万円 

資金により使途が限られる場合があります。 

研究支援課に相談してください。 受託研究費 

共同研究費 

科研費・競争的資金等 個別判断 研究支援課に相談してください。 
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 １７．海外出張申請ルール 

 

  １７．１．海外出張 

海外出張が具体化した場合には、本学安全保障輸出管理学内手続に基づき、以下の手続きを進めること。 

まず、「海外出張に関する自己チェックシート（様式 12）」で確認すること。質問項目がすべて「はい」

の場合は、以後、安全保障輸出管理に関する手続は不要です。その場合、「海外出張に関する自己チェッ

クシート（様式 12）」を出張許可願に添付して、以下、通常の海外出張申請手続きを進めてください。 

質問項目に「いいえ」が含まれる場合、「安全保障輸出管理学内手続マニュアル」に沿って手続きを進め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長・学長の決済をとる。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 用務遂行 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

 

理事長室 ⇒ 
海外出張特別旅費 

  （法人予算） 

  

研究支援課 ⇒ 
公的研究費・受託 

寄付金・その他外部資金 

各自申請 

⇓ 

学部事務室(教務課) 

申請書類のチェック 

理事長室 

 提 出 書 類  

 「海外出張に関する自己チェックシート」(様式12) 

 「海外出張許可願」(様式13) 

 「海外出張日程表」(様式14) 

 出張前に学科長及び学部長の承認を得ること 

 海外出張は、学科長会議に諮るため、出張の１ケ月以上前に提出

すること 

※ 留意事項 

「海外出張許可願」（様式 13）にある予算区分の該当箇所に必ずチェ

ックを入れること。 

 添 付 書 類  

① 学会または渡航先機関からの招聘状及びメール 

② 学会等プログラムの表紙及び氏名記載部分の写し(できるだけ事前に提出） 

③ 航空運賃の見積書（明細書）及び領収書（原本）（できるだけ事前に提出） 

手続きの流れ 

11 月末日を提出締切 

とする。 

出張内容の適合判断 
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理事長室 ⇒ 
海外出張特別旅費 

   （法人予算） 

 

 

 

研究支援課  ⇒ 
公的研究費・受託 

寄付金・その他外部資金 

出張報告書の提出 

理事長室 

《提出書類》「海外出張報告書」（様式 15） 

《提出書類》「講演・研究発表等の実績報告書」（様式 16） 

◆ 帰着後直ちに学科長及び学部長の承認を得てから学長・理事長の

承認を受ける 

 添 付 書 類 ※全て必須 

① 学会等プログラムの表紙及び氏名記載部分の写し 

② 航空運賃の見積書（明細書）及び領収書原本 

③ 航空券の半券およびパスポートの写し） 

旅費の算出 

理事長室 

算出は、次々頁（別表3）の「海外出張の単価表」を基準に計算する。 

■海外出張計算書 

支払明細票を作成し、会計課へ提出。予算差引をして残額の管理 

 算出書類が整った時点で算出し、支給する。 
 旅費予算を超過した場合、打ち切って支給する（調整） 

 申請は、1 名につき年度に 1 回のみとする 

 学部毎に年度予算が有り、その範囲で調整する。 

 年度の 2 月に海外出張旅費を支給する。 

※出張地に応じて、次頁（別表 1）の範囲で調整して支給する。（上限あり） 算

出

⽅

法 
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１７．２．海外出張要領 

【出張の用務】 

出張は、次の用務を主とする。 

法人予算 

（個人研究費含む） 

 国際学会 

 国際研究集会 

講演または研究発表を行う 

       ⇒ 
海外出張特別旅費対象 

公的研究費・

科研費・受

託・寄付金等 

 国際学会 

 国際研究集会 

 研究のための資料収集及び学術調査 

 研究のための情報交換に関すること 

【適用者】 

① 原則、本学の教員とする。 

② 公的研究費・科研費・受託・寄附金等による出張者は、本学の教員及び研究代表者、研究分担者、

その他研究協力者とする。 

【手続き】 

前項「海外出張申請ルール」に従い、書類を提出する。 
  提出書類 添付書類 

出張前 

 海外出張に関する自己チェック

シート(様式 12) 

 海外出張許可願(様式 13) 

 海外出張日程表(様式 14) 

学会または渡航機関からの招聘状（メール可） 

出張後 

 海外出張報告書（様式 15） 

 講演・研究発表等の実績報告書 

(様式 16) 

 航空運賃の見積書及び領収書（原本） 

 搭乗券の半券(またはパスポートの写し） 

 学会等のプログラム表紙及び氏名掲載箇所写し 

 宿泊領収書（原本）もしくは宿泊証明書 

 成田エクスプレス・京成スカイライナー等の領収書

または特急券(原本)  

※特急を利用する場合のみ 

 出張前に航空運賃の見積り及び領収書の提出可 

※領収書等支払いを証明するものがない場合は、自己負担とする。 

 上記の【適用者】②の者のうち、本学教員以外の者が出張する場合は、本務先に出張に必要な書

類を提出する。また、その書類に費用の出処を明記すること。 

出張関係書類を本務先に提出し、承認を得た後、本学に提出すること。なお、本学の経費で出張

する際の証拠書類、及び宿泊費、旅費、日当等の算出は、本学のルールを適用する。 

 

様式 13 と様式 15 は、（別表 1）の予算区分を確認し。該当箇所に✔を入れる。 
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（別表 1） 

 

 

 

 

【旅費の算出等】 

 出張にかかる経費を旅費とし、交通費は実費、日当・宿泊費は（別表 3）の「旅費の単価表（定額）」    

より算出する。 

 空港までに鉄道を利用する場合、特急利用の距離が基準に満たない場合でも特急（成田エクスプレス・

京成スカイライナー等）を利用することができる。※領収書または特急券（原本）提出 

 科研費の旅費（海外のみ）は、雑費（ビザ等発行手数料等）を支給することができる。 

 交通費は、大学または届け出ている現住所を起点または終点として算出する。 

 海外出張旅費 ＝ 交通費 +（宿泊費(1泊)×宿泊数）+（日当(1日)×出張日数）  

 海外出張に伴う国内移動分の日当は支給しない。 

 機内泊は宿泊費を支給しない。（別表 3）の丙地方の日当を支給する。 

 日当の額「別表 3」は、出発した国と到着した国で金額が違った場合、額の多い地方の額とする。 

同国内において、移動のみ（用務なし）の場合、日当は支給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

海外出張特別旅費支給上限額         （別表 2） 

出張地域 上限額(円) 

ヨーロッパ、アフリカ及び南アメリカ 250,000 

アメリカ及びカナダの中東部並びに中近東 250,000 

アメリカ及びカナダの西部並びにオーストラリア 200,000 

東南アジア及び太平洋地域の諸島 160,000 

北京及び上海並びに香港、台湾及び韓国 150,000 

 
 

 

予算区分 予算管理部署 予算 金額の上限 

海外出張 

特別旅費 
理事長室 

工学部 300 万円 出張地域による 

※次頁(別表 2)参照 人間社会学部 100 万円 

個人研究費 管財課 25 万円 無し 

外部資金 

（科研費等） 
研究支援課 残金及び契約による 無し 

【海外出張旅費の場合】 

 宿泊費と日当が算出される期間は、学会等が開催される前日から学会等が終了する翌日までとする。 

 交通費及び宿泊料が包括されたパック商品は、算出ができないため原則、認めない。 
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海外出張の単価表(定額)   （別表 3） 

俸給表別各級の区分 
 

日 当 

宿泊料 

 日当・宿泊料の単価（円）  

  （ 定 額 ）  

 行政職（一）     教育職（一）   甲地方   乙地方   丙地方  

 

１０～７級 

  

３級１７号俸以上 

 
日 当 

 
５,６００ 

 

 

 

 
４,７００   ４,３００ 

 

      

    
宿泊料 

 
１８,８００   １５,１００   １３,５００ 

 

      

 

３～６級 

  

３級１６号俸以下 

 
日 当 

 
４,９００   ４,１００   ３,８００  

     

    
宿泊料 

 
１６,７００   １３,４００   １２,０００ 

 

      

１．甲地方 北米地域・欧州地域・中近東 

２．乙地方 欧州地域（旧ロシア独立国等）・アジア地域・太平洋地域 

３．丙地方 アジア地域（２.を除く）・中南米地域・アフリカ地域・南極地域 

※ 上記の地方区分の詳細については、「派遣及び海外出張規程」の別表 2 を参照 

【用務における出張日数の考え方について】 

出張の日数および夜数を算出する場合には次の点にご留意ください。 

１．用務の当日に到着及び帰着が難しい場合には前泊、後泊にかかる宿泊費も支出可能としますが、原則

として日当は支出しません。なお、前泊、後泊をせざるを得ない場合、「出張願」及び「出張報告書」

の備考欄に必ず理由を記載してください。原則として、前泊、後泊は、用務が早朝から開始など、当日

の出発では間に合わない場合（可能性）や、公共交通機関の運休や用務の終了時間が遅くなるなど、

当日（終電がある時間）までに帰宅ができないと判断される場合に可能となります。 

【前泊・後泊を含む用務の場合】 

例）翌日朝から学会に参加するため前日に出発、学会最終日の終了時間が遅いため翌日に帰着 

  5 月 1 日 5 月 2 日 5 月 3 日 5 月 4 日 5 月 5 日 

用 務 学会前日 学会当日 学会当日 学会当日 翌 日 

交通費 〇 － － － 〇 

宿泊費 〇（前泊） 〇 〇 〇（後泊） － 

日 当 × 〇 〇 〇 × 

２．２つ以上の用務のため、同一の機会を利用するときには、１用務ごとに必要な日数および夜数の合計

とします。 

３．用務のない日について、日当・宿泊等を支出することはできません。 

【用務のない日を含む場合】 

 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 

用 務 調 査 調 査 用務なし 学 会 学 会 

交通費 〇 － － － 〇 

宿泊費 〇 ×（注 1） 〇（注２） 〇 － 

日 当 〇 〇 × 〇 〇 
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注１）． ５月３日に用務がない場合には２日の宿泊費が支出できない。ただし、２日の用務終了時刻が遅い

など、２日の用務の都合により宿泊が必要な場合にはその限りではない。 

注２）． ５月４日の用務のために宿泊が必要となるため、３日の宿泊費は支出可能。ただし４日のスケジュ

ールが遅い時間からであるなど、３日に宿泊する必要が認められない場合にはその限りではない。 

【用務と用務の間に移動が入る場合】 

 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 

用 務 調 査 調 査 移動日 調 査 調 査 

交通費 〇 － 〇 － 〇 

宿泊費 〇 〇 〇 〇 － 

日 当 〇 〇 × 〇 〇 

※ 移動日には用務がないため、日当は支給しない。「移動日」とは、同国内の移動とする。 

【用務の前、あるいは用務終了後に私用で滞在する場合】 

用務に付随する日程のみ旅費が支給できる。 

 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 

用 務 調 査 調 査 調 査 調 査 私用（注1） 

交通費 〇 － － － × 

宿泊費 〇 〇 〇 × － 

日 当 〇 〇 〇 〇 × 

 （注 1）私用が 5 月 1 日の場合には、往路の交通費等が支出できない。 

【用務の前後に私用で滞在する場合】 

往復の交通費と私用に係る旅費の支出はできない。 

 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 

用 務 私 用 調 査 調 査 調 査 私 用 

交通費 × － － － × 

宿泊費 〇 〇 〇 ×（注1） － 

日 当 × 〇 〇 〇 × 

（注 1）原則、宿泊料は翌日の用務に係る費用とみなし、5 月 5 日が私用の場合には、 

        5 月 4 日夜の宿泊費は支出できない。 

【複数の公的研究費等から旅費を支出する場合について】 

旅費の場合、公的研究費・受託・寄附金等での用務と他の用務との区分を明らかにして、その区分に沿

って直接経費を使用する場合は合算使用が可能です。したがって、同一の機会に複数の公的研究費等を

併用して出張する場合には、原則として各公的研究費の用務により出張日程を切り分け、日程に応       

じて算出した旅費を支出します。なお、交通費については、出張計画を往路と復路に区分し、実際の出張

日程と照らし合わせ、公的研究費・受託・寄附金等用務に該当する旅程の費用のみ支出を認めることとし

ます。ただし、併用する他の公的研究費側のルールにより、合算使用が認められない場合もあるので各自

ご注意ください。 
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１回の出張で２つの用務を伴う出張の場合 

 5 月 1 日 5 月 2 日 5 月 3 日 5 月 4 日 5 月 5 日 

用務 公的研究費・受託・寄附金等の用務 個人研究費の用務 

交通費 
・公的研究費 

・受託・寄附金等 
－ － － 個人研究費 

宿泊費 
・公的研究費 

・受託・寄附金等 

・公的研究費 

・受託・寄附金等 
個人研究費 個人研究費 － 

日 当 
・公的研究費 

・受託・寄附金等 

・公的研究費 

・受託・寄附金等 

・公的研究費 

・受託・寄附金等 
個人研究費 個人研究費 

※ 原則として宿泊費は翌日の用務のために必要な経費とみなし、5月3日夜の宿泊料は研究費で

支出します。ただし、 5月3日の用務の終了が遅く、宿泊が発生した場合、公的研究費・受

託・寄附金等から支出します。備考欄に理由を必ず記載すること。 

1 回の出張で他の用務を間にはさみ公的研究費・受託・寄附金等の用務を行う出張の場合 

 5 月 1 日 5 月 2 日 5 月 3 日 5 月 4 日 5 月 5 日 

用務 公的研究費・受託・寄附金等の用務 個人研究費の用務 
公的研究費・受託・

寄附金等の用務 

交通費 
・公的研究費 

・受託・寄附金等 
－ － － 

・公的研究費 

・受託・寄附金等 

宿泊費 
・公的研究費 

・受託・寄附金等 
個人研究費 個人研究費 

・公的研究費 

・受託・寄附金等 
－ 

日 当 
・公的研究費 

・受託・寄附金等 

・公的研究費 

・受託・寄附金等 
個人研究費 個人研究費 

・公的研究費 

・受託・寄附金等 

他の用務を間に挟む場合、前半と後半に公的研究費・受託・寄附金等の用務があるため、往復と

も  公的研究費・受託・寄附金等の用務に必要な経費として公的研究費・受託・寄附金等から支

出。 

1 回の出張で公的研究費・受託・寄附金等を間にはさみ個人研究費の用務を行う出張の場合 

 5 月 1 日 5 月 2 日 5 月 3 日 5 月 4 日 5 月 5 日 

用務 個人研究費の用務 公的研究費・受託・寄附金等の用務 個人研究費の用務 

交通費 個人研究費 － － － 個人研究費 

宿泊費 個人研究費 
・公的研究費 

・受託・寄附金等 

・公的研究費 

・受託・寄附金等 
個人研究費 － 

日 当 個人研究費 個人研究費 
・公的研究費 

・受託・寄附金等 

・公的研究費 

・受託・寄附金等 
個人研究費 

公的研究費・受託・寄附金等の用務を間に挟む場合、前半と後半に他の用務があるため、交通費は往復と

も他の用務に必要な経費とみなし、公的研究費・受託・寄附金等からの支出不可。 
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【注意事項】 

１． 謝金を支払う場合の交通費について 

学生等に資料収集、アンケート回収等の協力を依頼した場合（ 謝金を支払う場合）の旅行に要

する経費は、「アルバイト給与（人件費）」として扱います。 

２． 学会等への参加について 

学会等参加の場合は、旅費とは別に学会参加費（諸会議費）は、管財課へ提出してください。

研究費から支払われます。ただし、学会参加証（写）は根拠として報告書に添付してください。 
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１８．研究協力者に係る人件費取扱いルール 

研究協力者に係る人件費は、研究の遂行に必要な実験補助、集計、資料整理等をする者の雇用に要する給与、

賃金等の経費です。 

なお、本マニュアルは公的研究費使用に係るアルバイトについてのみ説明しています。 

（オープンキャンパス・サマースクールや各種イベントなどの応援については別に定めます。）  

ただし、科研費の謝金については、大学の謝金規程に準拠するものとします。 

１８．１．通常のアルバイト採用 

【採用前の手続き】 

① 採用申請（原議起案）を行う 

(1) 本学学生 

アルバイト採用申請書を作成する。アルバイトを採用する教職員は、原則採用の 2 週間前までに

学生アルバイト採用申請書（様式 17）を作成し、理事長室へ提出。 

(2) 学外の方 

原議書の作成。アルバイトを採用する教職員は、原則採用の 2 週間前までに原議書（様式 18）

を作成し、理事長室へ提出 

※ 勤務期間が３ヵ月以上でも、月に数回のアルバイトでかつ労働日が未定の場合は、雇用契約書は作

成致しません（学外の方は除く）。原議書の勤務期間欄に期間は記載せず，「月に〇回程度，必要に

応じて勤務」と記載してください。 

 採用申請書・原議書作成上の留意事項  

採用者氏名(学籍番号)・勤務期間・勤務条件・勤務内容・予算等を必ず記入 

 添付書類  

（１）本学学生：学生証の写しまたは学籍簿 

（２）学外の方：履歴書 

 

②採用申請または原議決済後、アルバイトをする方は以下の書類を提出 

(1) アルバイト学生等提出書類について 

(2) 給与振込依頼書（様式 19） 

(3) 給与所得者の扶養控除等申告書（様式 20） 

(4) マイナンバー提出様式（アルバイト用(A)(B)票）（様式 21） 

※（1）の「アルバイト学生等提出書類について」に基づき、各自提出書類を確認して、必要書類を

提出してください。（アルバイト採用が決定したら、採用教職員の皆様が、学生に書類の提出有無を

確認の上、お忘れのないようご指導をお願いいたします。） 

（各様式は事務局のページ・理事長室・届出様式欄からダウンロードできます。） 

https://www.sit.ac.jp/gakunai/soumu/todokede/todokede_new.html（学内専用） 
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【給与の支払について】 

毎月末を締日とし、翌月 24 日の支払いになります。 

ただし、毎年８月及び１月の支払いにつきましては、一斉休業期間の関係で締日が変更になる場合があ

ります。 

 賃金について（時給単価）  

 ※埼玉県の最低賃金変更に伴い変動しますので、最新の情報は、理事長室のホームページより  

ご確認ください。 

理事長室ホームページ（学内専用） 

https://www.sit.ac.jp/gakunai/soumu/index4.htm 

【採用後の手続き】 

① アルバイト業務契約書の作成（様式 23）※雇用期間が 3 ヶ月以上且つ就労日が定められている場合 

② 出勤簿の作成（様式 24） 

アルバイト者は、出勤日ごとに曜日、業務の内容、始業・終了時間、休憩時間及び労働時間合計を直

筆で記入し、作業従事者印欄に押印する。 

※ 労働時間は 1 時間単位で従事させるよう心掛けてください。 

※ 出勤簿がアルバイト者本人の直筆でない場合（印刷された書類等）及び作業従事者印・監督者

確認印が押印されていない場合は、支払いすることができません。 

③ 労働条件通知 

勤務期間が 3 ケ月未満、又は月に数回のアルバイトでかつ労働日が未定のアルバイト者には、必ず  

事前に「労働条件通知」を提示してください。（様式 25） 

監督者は「労働条件通知」の提示をしたら、出勤簿にある監督者提示確認欄に印を押してください。 

「労働条件通知」の内容は、アルバイトによって異なりますので、監督者は（様式 25）の労働条件

内容を変更して提示を行ってください。 

④ 出勤簿の提出 

当該月の業務終了後、アルバイト者は休憩・労働時間小計、給与計算欄を直筆で記入し、速やかに監

督者（教職員）に提出する。 

⑤ 給与の支払手続 

(1) アルバイト者から出勤簿が提出されたら、監督者（教職員）は、内容を確認の上、監督者氏名を

直筆で記入し押印する。 

(2) 給与支払依頼書（様式 22）を作成し、 提出された必要書類を添付の上、毎月３日までに事務

担当部署に提出する。 

          必要書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 出勤簿 

２ 学生アルバイト採用申請書または原議書のコピー

（可決後） 

３ 最低賃金改定に伴うアルバイト賃金の改正について

（該当の単価にマーカー）＊理事長室 HP より 
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⑥ 事務担当部署 

事務担当部署は、各予算別に以下の通りとなります。 

項 目 担当部署 備 考 

学部・大学院の教員予算 管財課 
オープンキャンパス及び 

サマースクールは除く 
受託研究及び奨学寄附金予算 

研究支援課 
科学研究費補助金他公的研究費予算 

⑦ 休憩時間 

労働条件が 6 時間を超える場合は、労働時間の途中に休憩時間を与えてください。なお、休憩時間

は労働時間に含みません。 

 6 時間まで        与えなくても良い 

 6 時間を超え 8 時間まで  45 分以上 

 8 時間を超える場合    60 分以上 

⑧ 労働時間 

学生をアルバイトとして採用する場合、学業を優先とし、健康を害さないよう無理なくできる範囲で

就労させること。 

 学生アルバイトの労働時間は、1 日に 8 時間、1 週間に 40 時間を限度とします。 

㊟ 学生が複数のアルバイトを掛け持ちしていた場合も、すべての労働時間が、1 日に 8 時間、1 週

間に 40 時間までとなります。 

 留学生アルバイトの労働時間は、TA 等を除き、原則週 28 時間の就労時間までとします。（但し、

長期休暇中は法律で定められている週 40 時間の範囲内であれば 1 日 8 時間以内就労可能） 

 学外の方のアルバイトの労働時間は、原則週 20 時間未満とします。雇用形態について相談がある

場合、理事長室へお問い合わせください。 

 移動時間は労働時間に含みません。 

 休日は、週一日以上を与えるものとします。 
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１９．留意事項 
 

（1） 交付された研究金は、研究課題の遂行もしくは本学の教育研究の遂行に直接的に必要な経費にのみ使

用が可能です。それぞれの研究資金との合算使用は認められておりません。  

 

（2） 不正な使用と判明した場合には、ペナルティが課せられます。 

 

（3） 故意ではないルール違反についても、補助要件遵守の義務違反で罰せられるので、資金配分機関の定め

や、このマニュアル、担当事務局からの注意事項等に十分留意ください。  

 

（4）研究活動に関する不正行為の申立窓口における受付けについては、告発者の氏名と連絡先、不正を行っ

たとする研究者・そのグループ、不正行為の態様、不正と考える科学的根拠、使用された公的（競争的）

資金等について確認させていただくとともに、調査にあたり告発者に協力を求める場合があります。 （原

則として、匿名の場合には受け付けを行っておりません。） 

 

（5）支払いに関する証拠書類に、不備のあるものは、原則としてお支払いできません。 

また、各種証拠書類は監査の際に必要となりますので、適正に管理してください。  

 

（6）請求書、納品書、見積書等に記載の日付（検収日以外の請求日、納品日等）のうち、事後記載と見なさ

れるもの（日付のみ手書き、日付欄の記入がない等）は受付できませんので、必ず業者が記載するように

ご指示ください。  

 

（7）同一業者の請求書で、同一費目で同一納品日のものは、出来る限り 1 枚にまとめるよう 業者へ依頼し

てください。また、納品書、請求書、領収証等は溜めこまないでください。 
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２０．禁止事項 
 

(1)研究費等の不正使用  

実態を伴わない虚偽の書類を作成し、実態があったものとして大学に書類を提出し、不正に研究費を支出さ

せるこれらの行為は、 たとえ私的流用がなくても研究費の不正使用になります。 

i. カラ発注（預け金）及び書類の書き換え  

ii. カラ給与 

iii. カラ謝金  

iv. カラ出張及び出張旅費の水増し請求  

 

不正使用事例 

i. カラ発注（預け金）及び書類の書き換え  

・研究費が余ったため、架空の発注を行い、支払われた研究費を業者に預け金として管理させ、翌年度

以降に実験用消耗品等を納品させた。  

・研究費が不足して業者への支払いができないことを知りながら、業者に物品等を納品させ、後日、架

空取引を指示し、当該物品等の代金を支払った。  

・当該経費では執行できない什器類の購入や施設改修工事費用に充当するため、業者に取引実態と異な

る虚偽の書類作成を指示し、大学に経費を支払わせた。 

ii. カラ給与  

・研究協力者や学生等に支払う給与について、実施より多い作業時間を出勤簿に記入して大学に請求し、

研究費を不正に支出させた。  

・学生等に実態に伴わない給与を支出し、これを返還させ、研究室の管理・運営に必要な 経費に使用し

た。 

iii. カラ謝金  

・実態を伴わない謝金を大学に支出させた。  

iv. カラ出張及び出張旅費の水増し請求  

・実態を伴わない旅費を大学に支出させた。  

・他の機関から旅費の支給を受けたにもかかわらず、大学に同じ旅行の旅費を請求し、二重に旅費を受

領した。  

・予定を変更して日帰りしたが、予定通り 1 泊 2 日の旅費を受領した 。 

・出張を取りやめたにもかかわらず、偽りの出張報告をして不正に旅費を受領し当該研究 目的以外の出

張に流用した。  

・私的な旅行にも関わらず、大学に旅費を請求して受領した。  

・エコノミークラスの格安航空券を購入したにもかかわらず、業者に正規運賃の見積書及び請求書の作

成を依頼して旅費を水増し請求し、学会出席等に使用した。 
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２１．公的研究費の不正使用事案 
 

 
Ａ大学 Ｂ大学 Ｃ大学 Ｄ大学 

不正に

支出さ

れた研

究費の

額 

1,925,940 円 4,076 円 304,254 円 1,166,800 円 

不正 

内容 

謝金の目的外使用及び

不正な支出 

旅費の不正な支出 

目的外使用、勤務事実

に基づかない給与支給 

目的外使用、不適切な

物品管理 

旅費の架空請求（カラ

出張）及び目的外使用 

不正の

概要 

謝金の目的外使用及び

不正な支出：大学院生

等に対する授業補助の

対価、旅費の立替払の

精算、実験・測定補助

等の対価、元事務補佐

に対する残業代の支出

等として、謝金の目的

外使用及び不正な支出

があったことが認めら

れた。 

 

旅費の不正な支出：自

家用車またはレンタカ

ーを使用した出張につ

いて、実際の交通手段

と異なる旅費の不正な

支出があったことが認

められた。 

当該教員は、科研費を

財源として複数の学生

を非常勤職員として短

期雇用していた勤務時

間中に科研費課題と直

接的な関連性のない作

業を依頼し、その勤務

時間に 対して科研費か

ら給与を支出した（目

的外使用）。また、勤務

実態がない時間帯につ

いて科研費から 給与を

支出した。 

研究用の物品につい

て、大学事務局を通じ

て、正規の手続きによ

り発注・納品させ、大

学事務局から調査対象

者に引き渡した後、研

究活動とは関係のない

学外者に長期間（数年

間程度）貸与した。当

該者が物品を所持して

いることを日頃から確

認し、備品監査の際

は、当該者から一時返

却させることなどによ

り内部監査を欺いてい

た。 

当該元教員は、日ごろ

からデータ収集等の協

力を得ていた実家周辺

にある病院への出張を

装い、私的に帰省する

ための旅費として研究

費を使用していた。 ま

た、コロナ禍により申

請手続き済みの出張が

中止となった際に、そ

の取消手続を行わない

まま旅費を受領してい

た。さらに、研究協力

者による出張を偽装し

て申請し、得られた旅

費を同協力者に謝金と

称して支払っていた。 
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２２．様式集 
 

 氏名欄、代表者欄、署名欄は、記名押印または署名とする。 
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様式１(１) 

（申立書第1 頁） 

（秘） 

 

埼玉工業大学長  殿 

 

申立書 
１． 申立者 

  氏名又は 

（１）名   称                                                   

 

 

（２）住   所                                                   

 

 

（３）希望する連絡・通知方法 

郵  送                                                     

ｅ－mail                                                     

その他                                                     

 注 1 調査に関する連絡先として使用します。必ず一つ以上記入してください。 

注 2 下記（４）により氏名等の秘匿を希望した場合には、連絡は申立て窓口から行います。 

 

 

（４）氏名・住所等の秘匿 

 

希望する        希望しない 

下記中の説明をお読みのうえ、どちらかを選び〇を付けてください。 

 

注 1 氏名等の秘匿を希望しない場合でも、申立者の氏名等の情報は調査関係者以外には公表されませ

ん。 

     注 2 氏名等の秘匿を希望した場合には、調査に制約があり十分な調査ができない可能性があることを了 

承のうえで選択してください。 
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様式１（2） 

（申立書第2 頁） 

２． 被申立者（不正を行った疑いのある者） 

   

（１）氏   名                                                   

 

 

（２）所   属                                                   

 

 

３． 不正の態様及び内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 

 

 

 

１ 第１頁で氏名等の秘匿を希望した場合は， 秘匿したい内容を第２頁に記入しないでください。 

２ 枠内に記入しきれない場合は，適宜用紙を追加してください。 

３ 参考資料がある場合は，あわせて提出してください。 

    

                                                                 

    （以下は記入不要です。） 

申立て整理番号 受付日  年 月 日 

秘匿希望 有（２頁のみ送信）  無（１～２頁を送信） 

資 料 有 無  

 

 

 

 

 

48



様式２ 

学校法人智香寺学園 

理事長 松川 聖業  殿 

 

 

取 引 に 関 す る 誓 約 書 

 

 

当社（当法人）は、学校法人智香寺学園埼玉工業大学（以下「本学」という。）との取引

にあたり、提示された「学校法人智香寺学園埼玉工業大学との契約等に当たっての注意事

項」を理解し、いかなる不正、不適切な行為に関与せず、また、貴学校法人の教職員等から

不正行為、不適切な行為の依頼等があった場合にはこれを拒絶するとともに、その内容を貴

学校法人に通報し、さらにモニタリングや内部監査、その他調査等において、聞き取り調査

や取引証憑書類の閲覧・提出等の要請に協力することを誓約します。 

また、当社（当法人）が現在、暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力に関与しておら

ず、今後も反社会的勢力に関与しないことを誓約します。 

万一これに違反し、不正等が認められた場合には、取引停止その他のいかなる処分がなさ   

れても何ら異議を申し立てません。 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

（住 所） 

 

（社 名） 

 

（代表者役職・氏名） 
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                           様式３(1) 

                                                      【研究者用】 

 

 

学校法人智香寺学園埼玉工業大学 

 学 長 内山 俊一 殿 

 

 

 

 

公的研究費の使用にあたっての誓約書 

 

 

私は公的研究費により研究を遂行するにあたり、関係規則を理解しこれを遵守いたします。 

また、公的研究費は、国民の貴重な税金で賄われていることを十分認識し、公正かつ、効率的に使

用するとともに、研究等において不正行為を行わないことを約束いたします。 

規則に違反して不正行為を行った時は、智香寺学園や関係機関の処分や法的責任を負担いたしま

す。 

 

 

  年  月  日 

 

           氏名（自署）                   
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                                     様式 3（２） 

      【事務職員用】 

学校法人智香寺学園埼玉工業大学 

 学 長 内山 俊一 殿 

 

公的研究費の事務処理等にあたっての誓約書 

私は、智香寺学園の事務職員として業務を遂行するにあたり、関係規則を理解しこれを遵

守いたします。 

（１）公的研究費の適正な執行を確保し、効率的な業務遂行を目指した環境整備に努める

こと。 

（２）公的研究費の執行にあたっては、法令及び学内規程等を遵守し、社会の疑惑や不信

を招くような行為を避け、透明性、公平性に努めること。 

また、公的研究費は、国民の貴重な税金で賄われていることを十分認識し、公正かつ、効

率的に使用するとともに、不正行為を行わないことを約束いたします。 

規則に違反して不正行為を行った時は、智香寺学園及び関係機関の処分や法的責任を負担

いたします。 

 

  年  月  日 

 

           氏名（自署）                 
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N
O
.
　
　
　

　
　
　

　
※
下
記
費
目
の
い
ず
れ
か
に
レ
点
を
つ
け
て
下
さ
い
。

年
月

日

工
学
部
研
究
費

自
動
運
転
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー

人
間
社
会
学
部
研
究
費

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー

大
学
院
研
究
費

科
研
費
　
　
　
　
　
　

研
究

（
先
端
科
学
研
究
所
）

（
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
）

№

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

※
立
替
払
い
は
、
上
限
5
万
以
内
。

事
情
に
よ
り
超
え
る
場
合
、
備
考
欄
に
理
由
明
記
。

（
立
替
者
氏
名
）

印

先
端
研
研
究
費

品
名
（
摘
要
）

数
量

所
要
経
費
（
税
込
）

そ
の
他

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

購
入
先

購
入
日

（
学
科
長
・
主
任
等
）

様
式

4

所
属
長
印

立
　

　
替

　
　

払

（
所
属
）

（
工
）

機
械
・
生
命
環
境
・
情
報
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
・
基
礎
教
育
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
・
工
場

部
長
／
次
長

課
長

係
長

受
付
印

合
　

計
備
　
　
　
　
考

（
人
）

情
報

社
会

・
心

理

（
工
院
）
機
械
工
学
・
生
命
環
境
化
学
・
情
報
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
　
専
攻

（
人
院
）
情
報
社
会
・
心
理
学
　
専
攻

受
託
研
究

共
同
研
究

寄
付
金
　

（
企
業
名
：
　
　
　
　
　
　
　
）

（
企
業
名
：
　
　
　
　
　
　
　
）

（
企
業
名
：
　
　
　
　
　
　
　
）

（
今
回
使
用
額
）
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N
O
.
　
　
　

　
　
　

※
下
記
費
目
の
い
ず
れ
か
に
レ
点
を
つ
け
て
下
さ
い
。

年
月

日

工
学
部
研
究
費

自
動
運
転
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー

人
間
社
会
学
部
研
究
費

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー

大
学
院
研
究
費

科
研
費
　
　
　
　
　
　

研
究

（
先
端
科
学
研
究
所
）

（
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
）

№

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

※
毎
月
月
末
締
め
翌
月
2
5
日
払
い
。

そ
の
他

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

（
氏
名
）

印

所
要
経
費
（
税
込
）

発
注
日

未
発
注

発
注
先

発
注
先

寄
付
金
　

（
企
業
名
：
　
　
　
　
　
　
　
）

（
企
業
名
：
　
　
　
　
　
　
　
）

（
企
業
名
：
　
　
　
　
　
　
　
）

合
　

計

先
端
研
研
究
費

品
名
（
摘
要
）

数
量

受
託
研
究

共
同
研
究

（
今
回
使
用
額
）

８
月
の
支
払
は
休
止
、
７
月
分
は
９
月
の
支
払
い
。

課
長

係
長

受
付
印

備
　
　
　
考
（
購
入
目
的
・
相
見
積
出
来
な
い
理
由
等
）

部
長
／
次
長

様
式

5

所
属
長
印

物
品

〔
購

入
・

支
払

〕
依

頼
書

（
学
科
長
・
主
任
等
）

（
所
属
）

（
工
）

機
械
・
生
命
環
境
・
情
報
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
・
基
礎
教
育
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
・
工
場

（
人
）

情
報

社
会

・
心

理

（
工
院
）
機
械
工
学
・
生
命
環
境
化
学
・
情
報
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
　
専
攻

（
人
院
）
情
報
社
会
・
心
理
学
　
専
攻
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図書カード等の場合    様式6 

年   月   日 

謝 礼 品 発 注 申 請 書

公的研究資金から被験者への謝礼を、以下のとおり申請致します。 

所 属 実施日  年  月    日 

研究者  印 

予算区分 
□海外出張特別旅費 □個人研究費 □科研費 □受託 □寄付金

□自己負担 □先方負担  □その他（ ）

課題番号等 

研究代表者・ 

機関名 （※研究分担者のみ記入） 

内 容 

<目的> 

<場所> 

<依頼内容> 

※謝品種類にチェックしてください。 

＝ 

謝礼総数 名 
□ 図書カード・図書券 

□ クオカード 単価 円 

□ その他

（ ） 

※別紙添付可

謝礼金額合計 円   

① 図書カード（券）等については、管財課又は研究支援課発注，検収・納品となります。 

発注後、管財課又は研究支援課より申請者に連絡致しますので、受取をお願い致します。 

② 無記名でのアンケートなど、受領リスト（様式 7）が作成できない場合は、管財課又は研究支援課へご相談くださ

い。

謝 礼 品 受 領 時 不 使 用 時 返 還 確 認 

日付/ 

担当者印 
研究者 

日付/ 

担当者印 
返還枚数 全 額 
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様式7 

    年   月   日 

謝 礼 品 受 領 リ ス ト

謝品を、以下のとおり受渡し致しましたこと、ご報告いたします。 

【謝礼品受領リスト】 

氏名 住所 受領印 

※確認欄

購入枚数 枚 研究支援課 管財課

使用枚数 枚

残り枚数 枚
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様
式

８

【
伝

票
№

】

【
作

成
日

】

　
【
 部

 名
 】

　
次

　
　

長
課

長
/
補

佐
専

門
員

/
係

長
作

成
者

 №
 

年
 月

 日
数

量
単

価
金

　
　

額

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

部
長

／
次

長
会

計
課

長
出

納
係

支
　

払
　

明
　

細
　

表
年

　
　

　
月

　
　

　
日

【
支

払
先

】
 

【
金

　
額

 】

費
　

　
目

摘
要

項
　

　
目

　
２

．
そ

の
他

（
 指

定
支

払
日

　
　

　
　

年
　

　
 　

月
　

 　
　

日
 ）

　
３

．
支

払
方

法
（
 現

金
，

 小
切

手
，

 郵
便

振
替

，
 銀

行
振

込
，

 コ
ン

ビ
ニ

 ）

※
登

録
業

者
以

外
。

電
気

・
電

話
・
旅

費
・
人

件
費

等
で

使
用

。

一
般

の
支

払
い

は
、

会
計

シ
ス

テ
ム

を
使

用
。

合
　

　
　

計

支
払

条
件

　
１

．
学

園
規

定
支

払
　

　
（
 月

末
〆

翌
月

２
５

日
支

払
，

但
し

８
月

を
除

く
 ）
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提出年月日 年　　 　月 　　日

下記のとおり
出張してよろしいか伺います。

印

日間

円

所属・職

出張者氏名

日間

□ 補講　□ その他（ ）

時限

限

限

限

限

出　  張　  願 様式 9

理　事　長 事 務 部 長 法人本部部長/次長

用務目的

期　　　間 　　　　年 　　 月 　　　日 ( 　  曜)   　  時　　～　 年  　 月   　 日 (  　 曜)  　  時

出　張　先
　住所

Ｔ Ｅ Ｌ　　 （ ）

学科長／主任

所属・職

氏　　名

理事長室長/補佐 専門員/係長 係 学　　　　長 学　　部　　長

予算区分
□教育・旅費交通費 □ 科研費 □ 受託 □ 寄付金 □ 自己負担 □ 先方負担
□共同研究 □ その他外部資金( ）

日付 交通手段 出発地 到着地
○を

付ける 交通費 日当 宿泊

円 □ □
往復

/
片道

/
片道

円 □ □
往復

/
片道

円 □ □
往復

/
片道

円 □ □
往復

/
片道

円 □ □
往復

円 □ □
往復

備考欄 仮計算

/
片道

2025.9

【教務課控】

切　　　り　　　取　　　り　　　線

期　　　　間 年 　  月 　　日 (    曜)       時   ～   年    月     日 (    曜)        時

休講の有無 有　　　・ 無 休講の補填

休講科目等

科目名 対象学科 月 日

①

④ 　月　　　日 曜

備　　　　考

　月　　　日 曜

② 　月　　　日 曜

③ 　月　　　日 曜
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年
月

日

年
月

日

所
属

・
職

氏
　

　
名

 印

（
自

）
年

月
日

時
分

～
（
至

）
年

　
　

月
日

時
分

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計
□

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計
□

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計
□

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計
□

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計
□

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計
□

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計
□

  
円

◎

日
　

当

0
時

0
0
分 円

0
時

0
0
分

会
計

課
長

出
納

係

◎ ◎

備
　

　
考

　
　

欄
添

付
書

類
名

を
記

入
す

る

◎
部

長
/
次

長

2
0
2
5
.9

交
通

費
合

計
0

円
宿

泊
費

円

/

請
求

金
額

（
合

計
額

）

//

0
時

0
0
分

0
時

0
0
分

0
時

0
0
分

//

0
時

0
0
分

0
時

0
0
分

//

出
張

先

用
務

時
間

（
月

）
（
　

　
）

日
間

領
収

書
有

・
無

年
・
月

・
日

交
通

手
段

出
発

地
到

着
地

宿
泊

地
交

通
費

所
要

時
間

 （
例

8
：
3
0
）
入

力
用

務
（
簡

略
）

（
）

様
式

１
０

予
算

区
分

□
教

育
・
旅

費
交

通
費

□
科

研
費

□
受

託
□

寄
付

金
 　

 □
自

己
負

担
□

先
方

負
担

□
共

同
研

究
□

そ
の

他
の

外
部

資
金

 （
）
  
  
  

用
務

　
学

　
　

　
長

学
　

　
部

　
　

長
学

科
長

／
主

任

　
下

記
の

と
お

り
報

告
い

た
し

ま
す

。

理
　

事
　

長
事

 務
 部

 長
法

人
本

部
部

長
/
次

長
理

事
長

室
長

/
補

佐
専

門
員

/
係

長
係

出
 張

 報
 告

 書
 

（
兼

旅
費

請
求

書
）

起
案

（
提

出
日

）

決
裁

（
可

決
日

）

（
下

記
の

と
お

り
旅

費
を

請
求

い
た

し
ま

す
。

）
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【
所

感
】
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年
9

月
1

日

年
月

日

所
属

・
職

氏
　

　
名

 印

（
自

）
年

9
月

1
日

8
時

5
0

分
～

（
至

）
年

　
9

月
1

日
1
8

時
3
0

分

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計

2
0
2
5

片
道

往
復

円
～

計

片
道

往
復

円
～

計

片
道

往
復

円
～

計

□ □ □ □

日
　

当

9
時

2
0
分

1
1
時

0
0
分

1
6
時

0
0
分

5
時

0
0
分

0
時

0
0
分

セ
ミ

ナ
ー

　
　

研
修

会

9
時

0
0
分

1
8
時

2
0
分

部
長

/
次

長
会

計
課

長

領
収

書
名

：
　

宿
泊

・
（
特

別
）
急

行
料

金

円
記

入
し

な
い

0
時

0
0
分

請
求

金
額

（
合

計
額

）
記

入
し

な
い

円

出
納

係  
 円

備
　

　
考

　
　

欄
添

付
書

類
名

を
記

入
す

る

・
パ

ッ
ク

利
用

・
前

泊
（
後

泊
）
の

理
由

・
タ

ク
シ

ー
の

利
用

理
由

交
通

費
の

経
路

詳
細

（
電

車
・
バ

ス
）

用
務

資
料

名
（
先

方
負

担
で

も
添

付
す

る
）

・
定

期
利

用
・
特

別
な

旅
費

の
記

入

◎ ◎◎

※
急

行
料

金
領

収
書

に
は

経
路

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
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（所属部局・職名・氏名）

用務先を記載

用務内容は簡潔に

打合せ等の場合は、主な出席者名（但し、用務対応者が1名の場合はその方の名前）

単日（複数日）の場合 ※実際に掛かった時間帯を記載

上記内容について確認しました。

用務先応対者　　　　（下記の項目に記載の上、氏名欄に署名願います。）

　　ＴＥＬ

　　Ｅ-mail

2016.4

研究機関における「公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づき
適正に各機関が資金を管理する対応として、実施状況の把握・確認を行うため
ご署名のご協力をお願い申し上げます。

　　　　年 月 日

機関名

所属

職名・氏名

連絡先

確認日

滞在時間帯

出張用務等確認書

出張者名

用務先

用務内容

用務先対応者

様式11
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海外出張に関する自己チェックシート 

①本学教職員が出張する場合

はい いいえ 

□ □ 1 自らが旅行する際に、装置、試料等の物品（貨物）を持ち出す（別送も含む）ことはない

※自己使用目的の市販のパソコンやスマホ・携帯電話は可

□ □ 2 訪問先が外国ユーザーリスト掲載企業・組織、国連武器禁輸国・地域又は懸念国ではない（注）

□ □ 3 外国で他者へ技術情報の提供を行うことはない 
ただし、参加に制限がなく誰でも参加できる（注1）国際会議・学会等で発表する技術情報（プログラ

ムを含む）が、公知とするために提供する自己使用目的の場合及び既に公知にされている技術情

報を学会等で再度発表する場合は除きますので、「はい」にチェックしてください。

※特定の者しか参加できない学会等での未公開の技術の発表や学会等以外で技術の情報提供を行う

場合は、「いいえ」となり、事前確認シートの作成が必要になります。

注1：不特定多数の者が参加可能な場合。例えば、インターネット上に公開された誰でも参加登録 

（Registration）ができるページがある場合など 

■上記項目の１～３に「いいえ」が一つでもあれば、安全保障輸出管理に関する手続きが必要となります。

「事前確認シート（様式１-1）及び用途・需要確認・明らかガイドラインチェックリスト（様式2）」を作成うえ、

安全保障輸出管理窓口で手続きを行ってください。

（注） 

■外国ユーザーリスト

外国ユーザーリストに掲載されている組織・企業が属している国・地域は、アフガニスタン、アラブ首長国連
邦、イスラエル、イラン、インド、エジプト、北朝鮮、シリア、台湾、中国、パキスタン、香港、レバノン、イエメ
ンの１４ヵ国・地域のみです。

詳細は経済産業省安全保障貿易管理ＨＰで必ずご確認ください。

⇒ http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

「キーワードで調べる」欄の外国ユーザーリスト→「外国 ユーザーリスト」

■懸念国：イラン、イラク、北朝鮮

■国連武器禁輸国・地域：アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、

ソマリア、スーダン、南スーダン

上記について相違ありません。 

作成⽇  年  ⽉  ⽇

所属・⽒名 印

標記に関する確認・⼿続きについて、質問項⽬に従い確認（☑）を⾏ってください。
質問項⽬がすべて「はい」の場合は、安全保障輸出管理に関する⼿続きは必要ありません。
確認を怠り、必要な⼿続きを⾏わなかった場合や事実と異なる確認を⾏った場合には、内容により
処分される可能性があります。

様式 12
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提出年月日 年　  　月  　　日

下記のとおり
出張してよろしいかお伺いいたします。

印

限

限

　月　　　日　　　曜

海 外 出 張 許 可 願

学科長／主任

□ 講演発表 □ 研究 □ 学会 □ 調査 □ 視察 □その他

（□ Oral   □　Poster）

　　 　年 　  月 　　日 (   曜)     時　～ 年   月    日 (   曜)    時

有　　　・ 無

2025.9

日間

□海外出張特別旅費 □個人研究費 □科研費 □受託 □寄付金 □自己負担
□先方負担 □その他（ ）

国
名

機
関
名

海外出張

渡　航　先

所属・職

出張者氏名

理　事　長 法人本部部長/次長

理事長室長/補佐

事 務 部 長

係専門員/係長

日間
年 　   月  　　日 (    曜)      時 　～ 年      月      日 (     曜)       時

（日本文）

（英文）

限

休講補填 □ 補講　□ その他（ ）

時限

【教務課控】

月　　日科目名

①

③

④

休講科目等

　月　　　日　　　曜

備　　　　考

切　　　り　　　取　　　り　　　線

②

対象学科

　月　　　日　　　曜

限　月　　　日　　　曜

期　　　　間

休講の有無

用務目的

予算区分

期　　　間

備考欄

内　  　容

都
市
名

様式13

所属・職

出張者氏名

学　　部　　長学　　　　長
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国

都市

国

都市

国

都市

国

都市

国

都市

国

都市

国

都市

国

都市

国

都市

国

都市

国

都市

国

都市

国

都市

国

都市

学　　会　　名

様式14

滞在の主たる目的（用務）

氏 名

     年    月    日 出発地（国名）

学会開催期日

到着地（国名）

海　外　出  張  日  程  表

       2．「滞在の主たる目的」欄の学会における招待講演、研究発表等以外の研究活動については、
（      ）書きとすること。

       3．学会の開催期日を明記すること。

   注 １．出発地と到着地の日付が異なるときは、行を変えること。
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提出年月日 　年 　　月 　　日

　下記のとおり報告いたします。

所属・職

氏　　名  印

(      )

(自） 年 月 日 （　 　） 時 分

(至） 年 月 日 （　 　） 時 分

円

円

円

円

円

円

円

円

円　× 円

円　× 円

円

まで

～
日間

□ 領収書

出発地

備
考
欄

宿泊地 交通費

　/　〜　/

　/　〜　/

　/　〜　/

□ 明細書

【所感】

添付書類：□航空運賃の見積書及び領収書　□搭乗券の半券
□学会との根拠（招聘等）□学会等のプログラム（表紙・氏名掲載部分）
□その他の添付書類

交通費合計

宿 泊 費

日　　当

合計金額

□ 海外出張特別旅費 □ 個人研究費 □ 科研費 □ 受託 □ 寄付金 □ 自己負担
□ 先方負担 □ その他外部資金

渡航先

予算区分

   TEL

所要時間

到着地

用　　務

日程

0

0

0

　/　〜　/

　/　〜　/

　/　〜　/

　/　〜　/

交通手段

様式15

海 外 出 張 報 告 書  

学　　　　長 学　　部　　長 学科長／主任

2025.9

理　事　長 事 務 部 長 法人本部部長/次長

専門員/係長 係理事長室長/補佐
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様式17

年 月 日

法人本部部長　殿

学生アルバイト採用申請書

以下のとおり、学生アルバイト採用の申請をいたします。

㊞

□ 管財課 □ 研究支援課

➔

□ ①令和　　　年　　　月　　～　　令和　　　年　　　月

□ ②令和　　　年　　　月　　　日

□ ③月 　回程度、必要に応じて勤務

採用希望者情報　　※学生証の写しまたは学籍簿を添付

課程 専攻 年

学部 学科 年

【注】　大学規定による

課程 専攻 年

学部 学科 年

【注】　大学規定による

課程 専攻 年

学部 学科 年

【注】　大学規定による

※採用希望者が４名以上いる場合、採用希望者情報を記載した別紙を添付可（書式任意）

【注】 時給については、理事長室HPで確認（https://www.sit.ac.jp/gakunai/soumu/index4.htm）

以下、理事長室記入欄

予算部署① 予算部門・科目①

提出日：令和

申 請 者 　所属： 　氏名：

令和　　　　年度

予算事務担当部署
（※教員のみ 該当する場合）

※別表１（裏面）の事務担当部署を
確認して☑

勤務内容

勤務期間
（①から③iいずれかに☑）

【注】3ヵ月以上は契約書作成

【注】複数日の場合、空白欄に記入

【注】原則、契約書作成なし

【アルバイト種別】
※内容を確認し、下記のどちらかに☑

□ 研究関係　　□ 一般関係

予算部署② 予算部門・科目②

研究室

所属・学年（学部生） 研究室

その他（研究生等） 研究室 時給

学籍番号 氏名

所属・学年（大学院） 研究室

申請者所属長管財課長

学籍番号 氏名

所属・学年（大学院） 研究室

所属・学年（学部生）

上記「予算事務担当部署」に該当
する場合、いずれかに印

研究支援課長 会計課長 法人本部次長 理事長室長法人本部部長 受付（総務）

契約書作成の有無

合議（必要な場合に作成）

研究室

その他（研究生等） 研究室 時給

所属・学年（学部生） 研究室

その他（研究生等） 研究室 時給

学籍番号 氏名

所属・学年（大学院）
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※別表１　公的研究費使用マニュアル参照
項　目 担当部署 備　考

学部・大学院の教員予算 管財課
オープンキャンパス及び
サマースクールは除く

受託研究及び奨学寄附金予算
研究支援課

科学研究費補助金他公的研究資金予算
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様式18

 受付番号

 起案部名

理　事　長 学　　　　長 理　　　事 事務部長 理事長室長/補佐 係

決 部  局  長 学科長／主任 工  場   長 校         長

裁

合

議

件
名

受 発
信 信
者 者

(理事長室R07.9.1)

上記のことについて下記のとおり してよろしいか伺います。
次のように します。

原 　     議 　     書

年　  　 月　     日　常任理事会・回議

年　  　 月　　   日　可決・否決・保留

　　可　決　条　件　ま　た　は　指　示　事　項

回付部課

法人本部次長

起　 案 　者専門員／係長課長／補佐部長／次長

法人本部部長

埼工大

　　　　月　　　　日

　　　　月　　　　日

　　　　月　　　　日

　　　　月　　　　日

秘 ・普通

　　　　月　　　　日

第 － 号　　

日　　付

専門員/係長

年　　　　月　　　　日　　起案

年　　　　月　　　　日　　浄書

年　　　　月　　　　日　　発送

智 　学

      文書番号
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様式18

概　要　・　備　考　・　意　見　記　入　欄 記　入　者　名　
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様式 19 

給 与 銀 行 振 込 依 頼 書

  年  月  日

学校法人 智香寺学園

理事長 松川聖業 殿

依頼者名 印

給与の銀行振込を依頼いたします。

口座名義人名

（フリガナ）

（漢  字）

振 込 先

金 融 機 関

銀行 支店

（預金種目） １．普通 

（口座番号） (店番号) 

振込開始年月 年 月 支給分より

住 民 票 の あ る 

住 所

〒

（注）依頼者が必ず口座名義人となるようにお願いいたします。

＊ ゆうちょ銀行を指定する場合は『記号番号』が記載されている

頁の写しを添付してください。

＊ 振込先口座の預金種目は、普通預金のみです。

＊ 貯蓄預金は、取り扱い出来ません。
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アルバイト（本人用）

（A） 個人番号の提出に関する同意書

私は、以下の個人番号の利用目的に同意し、個人番号を提出します。 

【利用目的】 

■アルバイト（本人）の個人番号

・源泉徴収票作成事務

氏名： 

署名日：  年 月  日

本人署名：    印

個人番号記入、通知カードまたは個人番号カード（裏） 

通知カード、または個人番号カード（裏）を確認し、12 桁の個人番号を記入してください。 

※コピーした画像に記載されている

個人番号、氏名、生年月日を 

読み取れるか確認してください。 

これらの情報が認識できれば、 

画像が一部欠けていても問題ありません。 

学校法人智香寺学園 

【この位置に置いてコピーします】 （こちらが上） 

・通知カード

・個人番号カード（裏）

※個人番号が印字された住民票を提出する場合、

以下の□にチェックマークを記入して、添付してください。 

□書類は別途添付

カードを置く位置

様式２１
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アルバイト（本人用）

（B） 身元確認書類添付書

提出する書類の□にチェックマークを記入してください。 

カードサイズおよびパスポート以外の書類は、Ａ4 サイズの用紙に原寸大でコピーしてください。

※左記の書類がない場合

【以下の 1 つが必要】 【以下のうち、2 つが必要】

□ 運転免許証  □ 健康保険証（写真無し）

□ 個人番号カード（表） □ その他証明書 1

□ 健康保険証（写真付き） 書類種類 （  ） 

□ 特別永住者証明書 書類種類例：住民票、戸籍抄本、年金手帳、母子健康手帳、 

□ 在留カード 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等 

□ パスポート

□ その他証明書（写真付き） □ その他証明書 2

書類種類 （ ） 書類種類 （                ）

書類種類例：身体障害者手帳、 書類種類例：住民票、戸籍抄本、年金手帳、母子健康手帳、

精神障害者保健福祉手帳、    児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

療育手帳、 

住民基本台帳カード等 

※コピーした画像に記載されている

個人番号、氏名、生年月日を 

読み取れるか確認してください。 

これらの情報が認識できれば、 

画像が一部欠けていても問題ありません。 

【この位置に置いてコピーします】（こちらが上） 

・パスポート

パスポートを置く位置

学校法人智香寺学園 

【この位置に置いてコピーします】 （こちらが上） 

・運転免許証

・カード類

※カード、パスポート以外の書類 2 枚を提出する場合、

以下の□にチェックマークを記入して、添付してください。

□書類は別途添付

運転免許証などを置く位置
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　法 人 本 部　部 長　 殿

印

× 円

円

年　　月　　日　～ 年　　月　　日

↑※採用申請書・原議書の内容を必ずご記入ください。

年　　月　　日　(　　曜日)

原議書受付番号
（原義の場合）

業務等
内容

令和　　年　　月　　日

合  計

臨時職員(アルバイト・ＰＤ・ＲＡ)　給与支払依頼書　　　

        時間給(日給) 合計時間数(合計日数)

記

監督者所属

氏　　　名

総支給額

支 給 日

勤務内容

0

勤務期間 月　　　　回 程度

備　　考

0

期　　間

氏 名 等

交 通 費

　　　月分  （　　月　　　日　　～　　月　　　日 ）

　　　＠ 0 円

様式22

監督者氏名

ｱﾙﾊﾞｲﾄ料

標記の件について、下記のとおり の予算から支払いをお願いいたします。

×

学籍番号
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様式 23 

アルバイト業務契約書

学校法人智香寺学園（以下「甲」という。）と ○○ ○○ （以下「乙」という。）は、乙が甲のアルバイ

ト職員として勤務することについて、次のとおり契約する。

第１条 乙は，甲の就業規程を遵守して、誠実に勤務しなければならない。 

第２条 乙の勤務は、○○研究室での研究補助とする。 

２ 乙は、出勤した日は、出勤簿に押印しなければならない。 

第３条 甲は、乙に対して時給制により給与を支払う。 

一  時給       円 

二 交通費 支給しない 

２ 給与は、毎月１日から末日までを１月として計算し、翌月24 日に本人名義の口座に振込み支

給する。ただし、支給日が休日及び銀行の休業日に当たるときは、前日に繰り上げて支給する。 

第４条 乙の雇用は、△△△△年△月△日から△△△△年△月△日までとする。 

２ 前項にかかわらず、勤務成績が悪いとき、または心身の故障のため就業できないときは、解職する

ことがある。 

３ 第１項の期間が満了したときは、解雇予告、その他何らの通知を行うことなく、期間満了の日に当

然退職の効果を生ずるものとする。 

第５条 雇用期間中における昇給、及び賞与、退職金の支給はない。 

第６条 日本私立学校振興・共済事業団・雇用保険に加入しない。労災保険に加入する。 

第７条 休憩時間は労働基準法第34 条による。 

第８条 この契約上疑義が生じたときは、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。 

第９条 学校法人智香寺学園との契約が，連続して５年を超えない範囲とする。 

第10条 雇用管理の改善等に関する相談窓口：理事長室総務人材グループ人事担当 ○○（内線

○○○○）

本契約の成立を証するため、本契約書を２通作成し、甲乙署名押印の上、各自１通を所持する。    

△△△△年４月１日

（甲） 住   所  埼玉県深谷市普済寺１６９０番地 

役職氏名  学校法人智香寺学園理事長 松川聖業 ㊞ 

（乙） 住 所 

氏     名     ㊞
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月分

学籍
番号 氏名

区分

日・曜日

休憩
（分）

労働時
間合計

区分

日・曜日

休憩
（分）

労働時
間合計

１日（　　　） ～ １７日（　　　） ～

２日（　　　） ～ １８日（　　　） ～

３日（　　　） ～ １９日（　　　） ～

４日（　　　） ～ ２０日（　　　） ～

５日（　　　） ～ ２１日（　　　） ～

６日（　　　） ～ ２２日（　　　） ～

７日（　　　） ～ ２３日（　　　） ～

８日（　　　） ～ ２４日（　　　） ～

９日（　　　） ～ ２５日（　　　） ～

１０日（　　　） ～ ２６日（　　　） ～

１１日（　　　） ～ ２７日（　　　） ～

１２日（　　　） ～ ２８日（　　　） ～

１３日（　　　） ～ ２９日（　　　） ～

１４日（　　　） ～ ３０日（　　　） ～

１５日（　　　） ～ ３１日（　　　） ～

１６日（　　　） ～

①単価 円×
時
間

＝ 円

　監督者氏名 印

※重要事項
今月の学内アルバイトについて
該当するアルバイトにチェックを入れて、必要事項を記入してください。

□ 技術補助員（TA）

□ 研究補助（担当教員名： ）

□ その他（ ）

1. 出勤簿（太枠内）は、必ず従事者本⼈が直筆で記⼊する。
2. 該当⽉を記⼊する。
3. 学籍番号と⽒名を記⼊する。
4. 該当⽇に、曜⽇、業務の内容、始業・終業時間、休憩時間、労働時間を記⼊し、押
印する。
5. 休憩・労働時間⼩計を記⼊する。
6. 労働時間の合計を、該当⽉の業務終了後、①の時間欄に記⼊する。
7. 今⽉の学内アルバイトが他にある⼈は該当欄にチェックを⼊れて、必要事項を記⼊
する。
8. この業務の監督者から、該当⽉の業務終了後に必ず署名・確認印を押してもらう。

【注】本⼈直筆の記⼊がない、また確認印がない場合、給与の⽀払いはできません
9. 事務担当者は、給与⽀払い依頼書に出勤簿を添付して提出する。
10. 監督者は事前に作業従事者へ「アルバイト労働条件通知」（裏⾯）を提⽰する。

監督者提⽰確認    印

休憩・労働時間　小計

作業従
事者印

作業従
事者印

休憩・労働時間　小計 （記入方法について）※裏面の注意事項も参照

業務の内容

様式24

【給与計算】

業務の内容

出勤簿（アルバイト・ＰＤ・ＲＡ）

勤務時間 勤務時間
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次の者は「労働条件通知」をよく確認し，承諾の上で労働に従事してください

労働契約を書⾯で締結していないアルバイト従事者が対象
（対象︓⽉に数回のアルバイト，オープンキャンパス，イベント，研究室の⼿伝い等，期間が３ヵ⽉未満の従事者）

アルバイト 労働条件通知

１.勤務内容 事前に監督者から指⽰を受けた業務
２.勤務⽇・時間 事前に監督者から指⽰を受けた勤務⽇・時間。 所定時間外労働はない。
３.契約期間 期間の定めあり（   年  ⽉  ⽇  〜   年  ⽉  ⽇）, 契約の更新はしない
４.勤務場所 埼⽟⼯業⼤学キャンパスまたは事前に監督者から指⽰をを受けた場所
５.賃⾦・交通費   「期間を定めて雇⽤する者の時給及び交通費に関する内規」，またはオープンキャンパス・イベント等

の業務⽇当による
６.給与⽀払⽅法 給与は，毎⽉１⽇から末⽇までを１⽉として計算し，翌⽉２４⽇に本⼈名義の⼝座に振込み⽀給する。

ただし，⽀給⽇が休⽇及び銀⾏の休業⽇に当たるときは，前⽇に繰り上げて⽀給する。
賃⾦⽀払時の控除（ 無 ・ 有（源泉徴収税））

７.労働保険等 ⽇本私⽴学校振興・共済事業団・雇⽤保険に加⼊しない。労災保険に加⼊する。
８.昇給 なし
９.賞与 なし

10.退職⾦ なし
11.勤務事項 勤務成績が悪いとき，または⼼⾝の故障のため就業できないときは，解職することがある。
12.雇⽤管理の改善等に関する事項に係る相談窓⼝

※就業場所及び業務の内容について、雇⼊れ直後・変更の範囲にいずれも変更はない。
部署名 理事⻑室 担当者職名 理事⻑室⻑ （連絡先 048-585-6808）
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次の者は「労働条件通知」をよく確認し，承諾の上で労働に従事してください

労働契約を書⾯で締結していないアルバイト従事者が対象
（対象︓⽉に数回のアルバイト，オープンキャンパス，イベント，研究室の⼿伝い等，期間が３ヵ⽉未満の従事者）

アルバイト 労働条件通知

１.勤務内容 事前に監督者から指⽰を受けた業務
２.勤務⽇・時間 事前に監督者から指⽰を受けた勤務⽇・時間。 所定時間外労働はない。
３.契約期間 期間の定めあり（   年  ⽉  ⽇  〜   年  ⽉  ⽇）, 契約の更新はしない
４.勤務場所 埼⽟⼯業⼤学キャンパスまたは事前に監督者から指⽰をを受けた場所
５.賃⾦・交通費  「期間を定めて雇⽤する者の時給及び交通費に関する内規」，またはオープンキャンパス・イベント等

の業務⽇当による
６.給与⽀払⽅法 給与は，毎⽉１⽇から末⽇までを１⽉として計算し，翌⽉２４⽇に本⼈名義の⼝座に振込み⽀給する。

ただし，⽀給⽇が休⽇及び銀⾏の休業⽇に当たるときは，前⽇に繰り上げて⽀給する。
賃⾦⽀払時の控除（ 無 ・ 有（源泉徴収税））

７.労働保険等 ⽇本私⽴学校振興・共済事業団・雇⽤保険に加⼊しない。労災保険に加⼊する。
８.昇給 なし
９.賞与 なし

10.退職⾦ なし
11.勤務事項 勤務成績が悪いとき，または⼼⾝の故障のため就業できないときは，解職することがある。
12.雇⽤管理の改善等に関する事項に係る相談窓⼝

※就業場所及び業務の内容について、雇⼊れ直後・変更の範囲にいずれも変更はない。
部署名 理事⻑室 担当者職名 理事⻑室⻑ （連絡先 048-585-6808）

様式25
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教  育  研  究  業  績  書 

  年   月   日 

氏名  印 

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド 

教  育  上  の  能  力  に  関  す  る  事  項 

事   項 年 月 日 概     要 

１ 教育方法の実践例 

２ 作成した教科書、教材 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

５ その他 

職  務  上   の   実   績   に  関   す  る   事   項 

事   項 年 月 日 概     要 

１ 資格、免許 

２ 特許等 

３ 実務の経験を有する者についての特記事項 

４ その他 

様式26 
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様式27

年　　　月　　　日

所　　　　　　　 属：

実施責任者氏名： 印　

物　品　選　定　理　由　書

※１　新たに発注が必要となった理由を目的とあわせて、記載してください。

※2　相見積を行えない場合、その理由を記載してください。

※3　相見積を行い最も安価でないものを選定する場合は、「3.選定経緯」に、その理由

が、わかるよう記載してください。また、この場合には、その旨を記載していただければ「4.価格の

妥当性」の記載は不要です。

※4　選定業者の過去の発注実績や見積り、値引き交渉など調達価格の妥当性を記載してください。

4.価格の妥当性　※4

　品　名：

　業者名：1.選定品、業者の名称等

2.選定理由　※1,※2

3.選定経緯　※3

83



様式28

学長殿

検収日

型式・規格

設置場所

単価

数量・単位

令和　年　月　日

品名

メーカー

寄附願い

科研種別

研究種目

課題番号

研究者名

　以下の設備等について、下記の通り寄付を申し込みます。

文科省科研費

印
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式
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、
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．
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．
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．
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式
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様式31

提出日

学校法人　智香寺学園
理事長　松川　聖業　殿

学籍番号

依頼者名

銀行 支店

１．普通

〒

（注） ＊依頼者が必ず口座名義人となるようにお願いいたします。
＊振込先口座の預金種目は、普通預金のみです。
＊貯蓄預金は、取り扱い出来ません。

添付書類　銀行名・口座番号・口座名義等の記載のある箇所の写し
□銀行の場合　キャッシュカード、通帳の見開き部分の写し
□ゆうちょ銀行の場合　キャッシュカード、通帳の『記号番号』が記載されている頁の写し

※記載間違いの確認用になるべくご協力をお願いします。

住民票のある住
所

生年月日

( フ リ ガ ナ )

( 漢 字 )

( 預 金 種 目 )

(金融機関名）

( 口 座 番 号 )

銀行振込依頼書

下記口座への銀行振込を依頼いたします。

(店番号)

口座名義人名

振込先金融機関
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２３．関係諸規程 

 

以下、規程及び規則、細則等内の文言に関し、次のように読み替えることとする。 

 

  1. 「常務理事会」 ➝ 「学内理事会」 

  2. 「総務課」又は「法人総務課」 ➝ 「理事長室」 

  3. 「教育研究協力課」又は「教育研究支援課」 ➝ 「研究支援課」 

  4. 「法人本部入試課」 ➝ 「教学部入試課」 
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23.1.  埼玉工業大学研究倫理規程
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23.2. 埼玉工業大学研究倫理委員会規程 
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埼玉工業大学における公的研究費の執行・管理・監査に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ

ン（実施基準）平成１９年２月１５日 文部科学大臣決定」に基づき、埼玉工業大学（以

下「本学」という。）における公的研究費の管理・監査に関する事項を定め公的研究費の

公正かつ適正な取り扱いに関して必要事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規程において、公的研究費とは政府関係省庁、または政府関係省庁が所管する

独立行政法人等から研究機関に配分される、次の競争的資金をいう。 

(1) 科学研究費助成事業、科学技術振興調整費、その他省庁から配分される競争的資金

(2) 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

(3) 前各号に定める他、政府機関、独立行政法人、地方公共団体、特殊法人等が配分する

研究資金

(4) 民間からの外部資金研究費であり、受託研究費、指定研究費（奨学寄附金による）共

同研究費、産学共同研究費、民間助成財団からの研究助成金

２ この規程において「研究者」とは大学において研究活動に携わる教育職員、学部学生・

大学院学生及び研究に従事する客員研究員等を総称する。 

（最高管理責任者） 

第３条 本学に最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者は、公的研究資金の執行・管理についての最終的な責任及び権限を有す

る。 

３ 最高管理責任者は、公的研究費等の不正防止に関する基本方針及び公的研究費等の使用

に関する行動規範を策定し、周知しなければならない。 

４ 前項に定める基本方針及び行動規範の策定にあたっては、学内理事会で審議を行い、そ

の議決を経て行う。 

（統括管理責任者） 

第４条 統括管理責任者を置き、副学長をもって充てる。 

２ 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究資金の執行・管理についての全

体を統括する責任及び権限を有する。 

（研究活動コンプライアンス推進責任者） 

第５条 研究活動コンプライアンス推進責任者を置き、各部局長をもって充てる。 

２ 研究活動コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者を補佐し、公的研究資金の執

行・管理についての部局を統括する責任及び権限を有する。 

３ 研究活動コンプライアンス推進責任者は不正防止を図るため、すべての構成員に対し、

コンプライアンス教育を実施し受講者等を管理監督する。

23.3. 埼玉工業大学における公的研究費の執行・管理・監査に関する規程
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（事務管理責任者及び実務責任者） 

第６条 事務管理責任者を置き、事務部長をもって充てる。 

２ 事務管理責任者は、研究活動コンプライアンス推進責任者を補佐し、公的研究資金の適

正な執行・管理及び研究遂行に関する事務手続きについての責任及び権限を有する。 

３ 実務管理責任者を置き、理事長室長、管財課長、研究支援課長をもって充てる。 

４ 実務責任者は、事務管理責任者を補佐し、事務手続きについて、不正な手続きを防止

し、不正防止計画の推進及び効率的な研究の遂行について監視するものとする。 

（事務処理） 

第７条 統括管理責任者及び研究活動コンプライアンス推進責任者は、公的研究資金に関す

る事務処理上の手順を定め、明確かつ統一的な運用を図らなければならない。 

（相談窓口） 

第８条 公的研究資金の執行・管理及び事務処理について、学内外からの相談を受け付ける

ために、相談窓口を研究支援課に置く。 

２ 相談窓口責任者には、実務責任者をもって充てる。 

（コンプライアンス教育）

第９条 統括管理責任者及び研究活動コンプライアンス推進責任者は、研究活動コンプライ

アンス推進委員会の任務において研究者等の公的研究資金の取扱いに対する意識向上を図

るために、説明会の開催などの必要な対応策を講じなければならない。 

（研究活動コンプライアンス推進委員会） 

第１０条 最高管理責任者は、本学において行われる、公的研究資金による研究活動につい

て、研究活動コンプライアンス推進委員会を設置し、対応する。 

２ 研究活動コンプライアンス推進委員会に関する事項は、別に定める。 

（不正行為） 

第１１条 最高管理責任者は、公的研究資金の執行にあたり不正の発生する要因を把握し、

具体的な対策を講じなければならない。 

２ 研究上の不正行為に関する取扱いは、「研究活動コンプライアンス推進委員会規程」に

より、別に定める。 

（不正防止計画の推進） 

第１２条 本学に、公的研究資金の不正防止計画を推進するため不正防止計画推進委員会

（以下「委員会」という）を置く。 

２ 委員会の委員は次に掲げる者とする。 

(1) 副学長     １名 

(2) 各学部長（研究活動コンプライアンス推進責任者）

(3) 各研究科長（研究活動コンプライアンス推進責任者）

(4) 事務部長

(5) 法人本部長・次長
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(6) 理事長室長

(7) 会計課長

(8) 管財課長

(9) 研究支援課長

(10) 学校法人智香寺学園の教職員でない者であって、法律もしくは会計の専門家または学

術研究倫理に関する専門知識を有する者の内から理事長が任命する。 

２ 前項第１号から第９号までの委員の任期は、その職制による在職期間とする。前項第 

１０号の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 委員会に関する事務については、研究支援課が担当する。 

（事実確認） 

第１３条 旅費・謝金等研究費の執行に係る事実確認は、法人本部理事長室が担当する。 

２ 事実確認にあたっては、研究支援課を責任部署とし、公的研究資金の事実確認処理の実

質的な責任と権限を有する。 

（物品検収） 

第１４条 固定資産及び物品の購入に際しては、購入に係る検査を適正に実施するため、納

品時に検収を要するものとし、検収を行うために物品検収担当を置く。 

２ 物品検収は、法人本部管財課が総括し管財課（検収室）が担当する。 

（不正関与業者への対応） 

第１５条 公的研究資金の執行にともない、不正な取引に関与した業者が確認された場合は

別に定めるところにより、取引停止等の処分を行うことができる。 

（研究活動に関する不正行為の申立窓口） 

第１６条 法人本部に研究活動に関する不正行為の申立窓口を置き、申立窓口責任者には、

研究支援課長を充てる。 

（内部監査） 

第１７条 公的研究資金の執行・管理及び事務処理手続きについて内部監査を実施する。 

２ 内部監査の実施については、内部監査室が担当する。 

（監事・監査法人との連携） 

第１８条 内部監査室は、監事及び監査法人と相互に連携して、監査の効果が発揮できるよ

うに努めなければならない。 

（監事の役割） 

第１９条 監事は、公的研究費の運営及び管理を重要な監査対象として取り扱い、以下に掲

げる事項の確認結果について、理事会等において定期的に意見を述べる。 

(1) 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について、本学機関全体の観点

から確認する。

(2) 監事は、統括管理責任者又は研究活動コンプライアンス推進責任者が実施するモニタ

リング結果や内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映され
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ているか、また、不正防止計画が適切に実施されているかを重視して確認する。 

（疑義の裁定） 

第２０条 この規程の施行に際し、疑義が生じた場合には学長の裁定による。 

（補則） 

第２１条 この規程の施行に必要な事項は、別に定める。 

（規程の改廃） 

第２２条 この規程の改廃は、不正防止計画推進委員会の審議を経て、学内理事会が行う。 

附 則 この規程は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この規程は、令和 ４年 ５月１７日から施行し、令和 ４年 ４月 １日から適用する。 

附 則 この規程は、令和 ６年 ４月２６日から施行する。 

附 則 この規程は、令和 ６年 ７月２５日から施行する。 

附 則 この規程は、令和 ７年 １月１６日から施行する。 

附 則 この規程は、令和 ７年１０月２８日から施行する。 

100



  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1   

  1 3  

 

 

 

 

  3  2   

 

23.4. 研究活動コンプライアンス推進委員会規程
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埼玉工業大学の研究不正対応に関する規程 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、埼玉工業大学（以下「本学」という。）における研究活動上の不正行

為の防止及び不正行為が生じた場合における適正な対応について必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、埼玉工業大学研究倫理規程第２条及び第９条の２

に定めるところによる。 

（研究者等の責務） 

第３条 研究者等は、研究者としての誇りと使命を自覚し、研究活動上の不正行為やその他

の不適切な行為に関与しないことは勿論、崇高な倫理観をもって研究活動の透明性と説明

責任を確保しなければならないものとする。また、他者による不正行為の防止に努めなけ

ればならない。 

２ 指導的立場に立つ研究者等は、若手研究者及び学生等に対して常に研究活動の本質及び

それに基づく研究作法や研究者倫理に関する事項を的確に指導し、研究活動に対する社会

的信頼を堅持しなければならない。 

３ 研究者等は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講しな

ければならない。 

４ 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能

性を担保するため、実験記録、観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を一定期

間（研究分野、研究内容等に応じた適切な期間かつ研究終了から５年間を超える期間）適

切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなけれ

ばならない。 

５ その他研究者等にとって必要な事項は「学校法人智香寺学園埼玉工業大学教職員行動規

範」により、別に定める。 

第２章 不正防止のための体制 

（総括責任者） 

第４条 副学長を統括管理責任者とする不正防止計画推進委員会により、研究倫理の向上及

び不正行為の防止等に関して大学全体を統括する権限と責任のもとに、公正な研究活動を

推進するために適切な措置を講じるものとする。 

（研究倫理委員会委員長） 

第４条の２ 研究倫理委員会（以下「倫理委員会」という。）の委員長（以下「委員長」と

いう。）は、埼玉工業大学研究倫理委員会規程（以下「倫理委員会規程」という。）第４

条各号に定める職務を推進するために適切な措置を講じるものとする。 

23.5. 埼玉工業大学の研究不正に関する規程
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（部局責任者） 

第５条 部局の長は、当該部局における研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関する責任

者として、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講じるものとする。 

（研究倫理教育責任者） 

第６条 最高管理責任者（学長）は、部局等における研究倫理教育について実質的な責任と

権限を持つ者として研究倫理教育責任者を置くものとする。 

２ 研究倫理教育責任者は、当該部局に所属する研究者等に対し、研究者倫理に関する教育

を定期的に行わなければならない。 

３ 学部生に対し、修業年限時に研究倫理教育に関する教育を行うものとする。 

（研究活動に関する相談窓口） 

第７条 本学における研究活動の「事務処理手続き及び研究費の使用ルール等に関する相談

窓口」を、別紙１（研究活動に関する相談窓口）に記載する。 

（倫理委員会の職務） 

第８条 （削除） 

第３章 告発の受付 

（告発の受付窓口） 

第９条 告発又は相談への迅速かつ適切な対応を行うため、研究支援課に受付窓口を置くも

のとし、別紙２（研究活動不正行為の告発窓口）に記載する。 

（告発の受付体制） 

第１０条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、ファクシミ

リ、電子メール、電話又は面談により、告発窓口に対して告発を行うことができる。

２ 告発は、原則として、顕名通報により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又

は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示

され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。 

３ 第１項の申立ては、原則として当該申立てに係る事実の発生日から起算して５年以内に

行わなければならない。また、不正とする科学的な合理性のある理由を提示しなければな

らない。 

４ 窓口の責任者は、匿名による告発について、必要と認める場合には、委員長と協議のう

え、これを受け付けることができる。 

５ 告発窓口は、告発を受け付けたときは、速やかに、学長及び委員長に報告するものと 

する。学長は、当該告発に関係する部局の長等に、その内容を通知するものとする。 

６ 告発窓口は、告発が郵便による場合など、当該告発が受け付けられたかどうかについて

告発者が知り得ない場合には、告発が匿名による場合を除き、告発者に受け付けた旨を通

知するものとする。 

７ 新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインターネット等により、不正行為の疑い

が指摘された場合（研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏
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名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とす

る合理的理由が示されている場合に限る。）は、委員長は、これを匿名の告発に準じて取

り扱うことができる。 

（告発の相談） 

第１１条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について

疑問がある者は、告発窓口に対して相談をすることができる。 

２ 告発の意思を明示しない相談があったときは、告発窓口は、その内容を確認して相当の

理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。 

３ 相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の不正

行為を求められている等であるときは、相談窓口は、学長及び委員長に報告するものとす

る。 

４ 前項の報告があったときは、学長又は委員長は、その内容を確認し、相当の理由がある

と認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。 

（告発窓口の職員の義務） 

第１２条 告発の受付に当たっては、告発窓口の職員は、告発者の秘密の遵守その他告発者

の保護を徹底しなければならない。 

２ 告発窓口の職員は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書

面、ファクシミリ、電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事後に

見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。 

３ 前２項は、告発の相談についても準用する。 

第４章 関係者の取扱い 

（秘密保護義務） 

第１３条 この規程に定める業務に携わる全ての者は、業務上知ることのできた秘密を漏ら

してはならない。職員等でなくなった後も、同様とする。 

２ 学長及び委員長は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調

査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これ

らの秘密の保持を徹底しなければならない。 

３ 学長又は委員長は、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者及び被告発者

の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただ

し、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要

とする。 

４ 学長、委員長又はその他の関係者は、告発者、被告発者、調査協力者又は関係者に連絡

又は通知をするときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉及びプ

ライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。

（告発者の保護） 

第１４条 部局の責任者は、告発をしたことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化や差
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別待遇が起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。 

２ 埼玉工業大学に所属する全ての者は、告発をしたことを理由として、当該告発者に対し

て不利益な取扱いをしてはならない。 

３ 学長は、告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、関係諸規程に従っ

て、その者に対して処分を課すことができる。 

４ 学長は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に当

該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該告発者に不利益な措

置等を行ってはならない。 

（被告発者の保護） 

第１５条 埼玉工業大学に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に告発がなされたこ

とのみをもって、当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 

２ 学長は、相当な理由なしに、被告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合

は、関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。 

３ 学長は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者の研

究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該被告発者に不

利益な措置等を行ってはならない。 

（悪意に基づく告発） 

第１６条 何人も、悪意に基づく告発を行ってはならない。本規程において、悪意に基づく

告発とは、被告発者を陥れるため又は被告発者の研究を妨害するため等、専ら被告発者に

何らかの不利益を与えること又は被告発者が所属する組織等に不利益を与えることを目的

とする告発をいう。 

２ 学長は、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、当該告発者の氏名の公表、 

懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる。 

３ 学長は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、

その措置の内容等を通知する。 

第５章 事案の調査 

（予備調査の実施） 

第１７条 第１０条に基づく告発があった場合又は委員長がその他の理由により予備調査の

必要を認めた場合は、委員長は予備調査委員会を設置し、予備調査委員会は速やかに予備

調査を実施しなければならない。なお、告発が研究費不正（運営や管理等を含む。）に関

する内容の場合には研究活動コンプライアンス推進委員会の取り扱い案件となるため、直

ちにコンプライアンス最高管理責任者（学長）に報告しなければならない。 

２ 予備調査委員会は、統率者１名を含む３名の委員によって構成するものとし、委員長が

倫理委員会の議を経て指名する。 

３ 予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査

を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことができる。 
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４ 予備調査委員会は、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保全

する措置をとることができる。 

（予備調査の方法） 

第１８条 予備調査委員会は、告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科学

的理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項につい

て、予備調査を行う。 

２ 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた告発についての予備調査を

行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として調査す

べきものか否か調査し、判断するものとする。 

（本調査実施の決定等） 

第１９条 予備調査委員会は、告発を受け付けた日又は予備調査の指示を受けた日から起算

して３０日以内に、予備調査結果を倫理委員会に報告する。 

２ 倫理委員会は、予備調査結果を踏まえ協議のうえ、不正行為の可能性が認められた場合

には、直ちに本調査の実施を決定する。 

３ 倫理委員会は、本調査を実施することを決定したときは、告発者及び被告発者に対して

本調査を行う旨を通知して本調査への協力を求め、予備調査委員会を解散する。 

４ 倫理委員会は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して告発者に

通知する。この場合には、資金配分機関や告発者の求めがあった場合に開示することがで

きるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。 

５ 倫理委員会は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る研究費等の配

分機関及び関係省庁に、本調査を行う旨を報告するものとする。 

（調査委員会の設置） 

第２０条 倫理委員会は、その議決により本調査を実施することを決定したときは、同時に

調査委員会を設置する。 

２ 調査委員会の委員は、その半数以上が埼玉工業大学に属さない者、且つ告発者又は被告

発者と直接の利害関係を有しない外部有識者でなければならない。 

３ 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) （削除）委員長又は委員長が指名した倫理委員会の委員    ３名 

(2) 委員長が倫理委員会の議を経て指名した有識者        ２名 

(3) 法律の知識を有する外部有識者               １名 

(4) 必要に応じ、倫理委員会が必要と認めた者         若干名 

４ 調査委員会は、倫理委員会が本調査又は再調査の決議結果を学長及び調査対象者に報告

した後に解散する。 

（調査委員会の職務） 

第２０条の２ 調査委員会の職務は、次に掲げるものとする。 

(1) 調査対象となる事案に関する資料、情報及びデータ等の精査

(2) 申し立てをした者（以下「申立者」という。）、調査対象者及びその他の関係者か
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らの事情聴取 

(3) 研究活動に関して、不正の有無と不正の内容、不正関与者と関与内容及び不正使用

相当額等についての調査

(4) 不正行為の認定に対して不服申立てがなされた場合の再調査

(5) その他調査委員会が必要と認めた調査

(6) 倫理委員会に対する調査結果の報告

（調査委員会の運営） 

第２０条の３ 調査委員会の統率は、委員長が構成員であるときは委員長により、委員長が

構成員にならないときは調査委員会委員となった倫理委員会委員の互選により選任された

委員が行う。 

２ 調査委員会は、次に掲げる事項について記録しなければならない。 

(1) 調査委員会開催（活動）の日時及び場所

(2) 出席した調査委員会委員の氏名

(3) 議事・調査行動の概要

(4) 前３号に掲げるもののほか、調査委員会の経過に関する事項

（本調査の通知） 

第２１条 倫理委員会は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名及び所属を

告発者及び被告発者に通知する。 

２ 前項の通知を受けた告発者又は被告発者が、倫理委員会に対し調査委員会委員に関する

異議を申し立てることができる期間は、当該通知を受けた日から起算して７日以内とし、

申し立ては書面により行うものとする。 

３ 倫理委員会は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、そ

の内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させ

るとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。 

（本調査の実施） 

第２２条 調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して３０日以内に、本調

査を開始するものとする。 

２ 調査委員会は、告発者及び被告発者に対し、直ちに、本調査を行うことを通知し、調査

への協力を求めるものとする。 

３ 調査委員会は、告発において指摘された当該研究に係る論文、実験記録、観察ノート、

生データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行うものと

する。 

４ 調査委員会は、被告発者による弁明の機会を設けなければならない。 

５ 調査委員会は、被告発者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めるこ

とができる。また、被告発者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性を認

める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。 

６ 告発者、被告発者及びその他当該告発に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実施で
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きるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に協力し

なければならない。 

（本調査の対象） 

第２３条 本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動の他、調査委員会の判断によ

り、本調査に関連した被告発者の他の研究を含めることができる。 

（証拠の保全） 

第２４条 調査委員会は、本調査を実施するに当たって、告発された事案に係る研究活動に

関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。 

２ 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が埼玉工業大学でないときは、調査

委員会は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類

を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。 

３ 調査委員会は、前２項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限してはな

らない。 

（本調査の中間報告） 

第２５条 調査委員会は、本調査の終了前であっても、告発された事案に係る研究活動の予

算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ、本調査の中間報告を当該資金配分機関

等に提出するものとする。 

（調査における研究又は技術上の情報の保護） 

第２６条 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等

の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのない

よう、十分配慮するものとする。 

（不正行為の疑惑への説明責任） 

第２７条 本調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴ら

そうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続

にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたもので

あることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。 

２ 前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第２２条第５項の定める保障を与

えなければならない。 

第６章 不正行為等の認定 

（認定の手続） 

第２８条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して２１０日以内に調査した内容を

まとめ、その報告を受けた倫理委員会は、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定さ

れた場合はその内容及び悪質性、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認

定された研究に係る論文等の各著者における当該論文等と当該研究における役割及びその

他必要な事項を認定する。 
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２ 前項に掲げる期間につき、合理的な理由により２１０日以内に認定を行うことができな

い場合には、その理由及び認定する予定日を付して学長に申し出を行い、承認を得なくて

はならない。 

３ 倫理委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて

「告発が悪意に基づくものである」と判断したときには、併せて、その旨の認定を行うも

のとする。 

４ 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。 

５ 倫理委員会は、第１項及び３項に定める事項が認定されたときは、直ちに、学長に報告

しなければならない。 

（認定の方法） 

第２９条 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的

証拠、科学的証拠、証言及び被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か

否かの判断を行い、倫理委員会はこれを参考として認定を行うものとする。 

２ 倫理委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠とする不正行為の認定を行ってはなら

ない。 

３ 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって不正行為であるとの疑いを覆

すことができないときは、不正行為と判断するものとし、倫理委員会は不正行為と認定す

ることができる。これは、保存義務期間の範囲に属する生データ、実験記録、観察ノー

ト、実験試料、実験試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不

足していることにより、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せない

ときも、同様とする。 

（調査結果の通知及び報告） 

第３０条 学長は、速やかに、調査結果（認定を含む）を告発者、被告発者及び被告発者以

外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。被告発者が

埼玉工業大学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。 

２ 学長は、前項の通知に加えて、調査結果を当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁に

報告するものとする。 

３ 学長は、悪意に基づく告発との認定があった場合において、告発者が埼玉工業大学以外

の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。 

（不服申立て） 

第３１条 研究活動上の不正行為が行われたものと認定された被告発者は、通知を受けた日

から起算して１０日以内に、倫理委員会に対し不服申立てをすることができる。ただし、

その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。 

２ 告発が悪意に基づくものと認定された告発者（被告発者の不服申立ての審議の段階で悪

意に基づく告発と認定された者を含む。）は、その認定について、前項の例により、不服

申立てをすることができる。 

３ 不服申立ての審査は、倫理委員会が行う。学長は、新たに専門性を要する判断が必要と
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なる場合は、倫理委員会委員の交代若しくは追加、又は倫理委員会に代えて他の者に審査

をさせるものとする。ただし、倫理委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認め

るときは、この限りでない。 

４ 前項に定める新たな倫理委員会委員は、倫理委員会規程第５条第１項に定めるところに

より指名する。 

５ 倫理委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決

定した場合には、直ちに、学長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、そ

の決定を通知するものとする。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に

伴う各措置の先送りを主な目的とするものと倫理委員会が判断した場合は、以後の不服申

立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。 

６ 倫理委員会は、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに、学長

に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。 

７ 学長は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して通知し、告発者から不

服申立てがあったときは被告発者に対して通知するものとする。また、その事案に係る資

金配分機関及び関係省庁に通知する。不服申立ての却下又は再調査開始の決定をしたとき

も同様とする。 

（再調査） 

第３２条 前条に基づく不服申立てについて、再調査を実施する決定をした場合には、調査

委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資

料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求め

るものとする。 

２ 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を行

うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、調査委員会は、直ちに倫理委員

会及び学長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するも

のとする。 

３ 調査委員会は、再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して５０日以内に、

先の調査結果を覆すか否かを判断して直ちに倫理委員会に報告する。倫理委員会は調査結

果を覆すか否かを決定して直ちに結果を学長に報告する。ただし５０日以内に調査結果を

覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付し

て学長に申し出て、その承認を得るものとする。 

４ 学長は、第２項又は第３項の報告に基づき、速やかに、再調査手続の結果を告発者、被

告発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するも

のとする。被告発者が埼玉工業大学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも

通知する。また、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁に報告する。 

（調査結果の公表） 

第３３条 学長は、研究活動上の不正行為が行われたとの認定がなされた場合には、速やか

に、調査結果を公表するものとする。 
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２ 前項の公表における公表内容は、研究活動上の不正行為に関与した者の氏名、所属、研

究活動上の不正行為の内容、埼玉工業大学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会

委員の氏名と所属及び調査の方法と手順等を含むものとする。 

３ 前項にかかわらず、研究活動上の不正行為があったと認定された論文等が、告発がなさ

れる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名及び所属を公表し

ないことができる。 

４ 研究活動上の不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、調査結果を公表

しないことができる。ただし、被告発者の名誉を回復する必要があると認められる場合の

ほか、調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきま

えるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合には、

調査結果を公表するものとする。 

５ 前項ただし書き後半の理由により公表する内容は、研究活動上の不正行為がなかったこ

と、論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこと

によるものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名と所属、調査委員会委員の氏名と

所属及び調査の方法と手順等を含むものとする。 

６ 学長は、悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合には、告発者の氏名と所

属、悪意に基づく告発であると認定した理由、調査委員会委員の氏名と所属及び調査の方

法と手順等を公表する。 

第７章 措置（削除） 

（本調査中における一時的措置） 

第３４条 学長は、本調査を行うことを決定したときから調査結果の報告を受けるまでの

間、被告発者に対して告発された研究費の一時的な支出停止等の必要な措置を講じること

ができる。 

２ 学長は、資金配分機関から、被告発者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場合

には、それに応じた措置を講じるものとする。 

（研究費の使用中止） 

第３５条 学長は、研究活動上の不正行為に関与したと認定された者、研究活動上の不正行

為が認定された論文等の内容に重大な責任を負う者として認定された者、及び研究費の全

部又は一部ついて使用上の責任を負う者として認定された者（以下「被認定者」とい

う。）に対して、直ちに研究費の使用中止を命ずるものとする。 

（論文等の取下げ等の勧告） 

第３６条 学長は、被認定者に対して、研究活動上の不正行為と認定された論文等の取下

げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。 

２ 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して１４日以内に勧告に応ずるか否かの意

思表示を学長に行わなければならない。 

３ 学長は、被認定者が第１項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。 
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（措置の解除等） 

第３７条 学長は、研究活動上の不正行為が行われなかったものと認定された場合は、本調

査に際して行った研究費の支出停止等の措置を解除するものとする。また、証拠保全の措

置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が

確定した後、速やかに解除する。 

２ 学長は、研究活動上の不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置 

及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。 

第８章 資金配分機関指示の調査対応 

（資金配分機関からの協力要請） 

第３８条 本学は、資金配分機関から研究資金の不正に関する報告及び調査への協力等の依

頼を受けたときは、適切な調査の実施によって速やかに事案全容が解明され調査が完了す

るよう、調査方針、調査対象及び調査方法等について資金配分機関に報告し協議を行わな

ければならない。 

２ 本学は、資金配分機関が求める研究資金の不正事案に係る資料の閲覧又は提出並びに現

地調査実施への対応について、調査に支障があるなど正当な理由がある場合を除き、その

要請に応じなければならない。 

（報告書の提出） 

第３９条 前条第１項により実施した調査は、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者

が関わる他の競争的研究費等における管理・監査の状況及び再発防止計画等を含む最終報

告書を、告発等の受付から２１０日以内に資金配分機関に提出しなければならない。 

２ 調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認されたときは速やかに認定を行って

資金配分機関に報告するものとし、期限までに調査が完了しない場合であっても中間報告

を資金配分機関に提出しなければならない。 

（研究の停止等） 

第４０条 調査によって不正の一部でも認定した際に、資金配分機関から次の指示を受けた

ときは、不正を行った研究者が関わる研究資金に対し直ちに対応しなければならない。 

(1) 研究資金の採択又は配分決定の保留

(2) 研究資金の配分停止

(3) 当該研究機関に対する執行停止

（研究資金の返還） 

第４１条 資金配分機関が不正認定した最終報告書を確認し、資金配分の決定取消し等が行

われた場合には、資金配分機関からの求めに応じて研究資金の一部又は全部の返還を行わ

なければならない。 
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第９章 処分・是正措置、その他 

（処分） 

第４２条 学長は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場合

は、当該研究活動上の不正行為に関与した者に対して、法令、就業規程その他関係諸規程

に従って、処分を課すものとする。 

２ 学長は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、 

その処分の内容等を通知する。 

（是正措置等） 

第４３条 倫理委員会は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定され

た場合には、学長に対し、速やかに是正措置、再発防止措置及びその他必要な環境整備措

置（以下「是正措置等」という。）をとることを勧告するものとする。 

２ 学長は、前項の勧告に基づき、関係する部局の責任者に対し、是正措置等をとることを

命ずる。また、必要に応じて、埼玉工業大学全体における是正措置等をとるものとする。 

３ 学長は、前項に基づいてとった是正措置等の内容を該当する資金配分機関並びに文部科

学省及びその他の関係省庁に対して報告するものとする。 

（事務） 

第４４条 研究不正に関する事項については研究支援課が担当する。 

（規程の改廃） 

第４５条 この規程の改廃は、学内理事会が決定する。 

附 則 この規程は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この規程は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この規程は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この規程は、令和 ６年 ４月２６日から施行する。 

附 則 この規程は、令和 ７年１０月８日から施行する。 
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別紙１（第７条関係） 

研究活動に関する相談窓口 

埼玉工業大学における研究活動の「事務処理手続き・使用ルール等に関する相談窓口」を

以下ように設置しております。 

◎ 相談窓口 ： 研究支援課（担当者に相談ください。）

電 話 ： ０４８－５８５－６８９５（ダイヤルイン）

ＦＡＸ ： ０４８－５８５－６８９６

〇 共同研究又は受託研究費に関すること 

〇 科学研究費補助金に関すること 

〇 戦略的研究基盤形成支援事業に関すること 

〇 府省等外部公的研究資金に関すること 

〇 その他学外研究費に関すること 

◎ 相談窓口 ： 法人本部管財課

電 話 ： ０４８－５８５－６８０９（ダイヤルイン）

ＦＡＸ ： ０４８－５８５－６８９２

〇 教育研究費全般に関すること 
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別紙２（第９条関係） 

研究活動の不正行為にかかわる通報について 

埼玉工業大学における学術研究活動に関する不正行為に係る調査等のため、「研究活動に

関する不正行為の申立窓口」を設置しております。申し立て等の受付窓口及び留意事項等

は、以下のとおりです。 

【申立窓口】 

住 所 ： 〒３６９－０２９３ 

埼玉県深谷市普済寺１６９０番地 

埼玉工業大学研究支援課 

電 話 ： ０４８－５８５－６８９５（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ ： ０４８－５８５－６８９６ 

e-mail ： kyouiku@sit.ac.jp

※ 電話による受付時間は、平日 ９時００分 ～ １６時００分です。

【留意事項】 

申し立て等を受付ける際には、告発者の氏名と連絡先、不正を行ったとする研究者・その

グループ、不正行為の態様、不正と考える科学的根拠、使用された公的（競争的）資金等に

ついて確認させていただくとともに、調査にあたり告発者に協力を求める場合があります。

（原則として、匿名の場合には受け付けを行っておりません。） 

【申立書】 

申立の際は、窓口に用意してある所定の申立書をご使用ください。 
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埼玉工業大学公的研究費執行に係る不正取引に関与した業者に対する措置（処分）方針 

（目的） 

第１条 この基準は、学校法人智香寺学園埼玉工業大学（以下「本学」という。）が、「研究機

関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成１９年２月１５日文

部科学大臣結締、令和３年２月１日改正）並びに「埼玉工業大学における公的研究費の執行・

管理・監査に関する規程」第１５条（不正関与業者への対応）に基づき、契約の適正な履行を

確保するため、取引業者が不正取引や贈賄等の不正取引を行った場合の措置及びその手続につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（対象） 

第２条 本措置基準の適用対象は、本学において競争的資金を中心とした公募型の研究資金又は

受託研究事業等の委託金（以下「公的研究費」という。）を利用して発注する物品及び印刷物

の調達、役務の提供に係る委託、工事の請負その他の契約に関係するすべての取引業者とす

る。 

（措置（処分）の決定方法） 

第３条 不正な取引に関与した業者の措置や処分は、その都度学内理事会において、不正関与や

違反の程度及び金額や影響した範囲などを総合的に検討のうえ、注意喚起又は警告の措置、悪

質と認める場合には取引の停止（取引停止期間は、１か月から２４か月或いは無期限）を決定

する。 

（取引停止処分の対象となる行為） 

第４条 本学は、取引業者が学校法人智香寺学園調達規程第６条第１項第３号の別表（物品購入

等の契約における取引停止の措置要件）各号のいずれかに該当したときは、実際の事情に応じ

て期間を定めた取引停止の処分を行う。 

（軽微な過失等に関する措置） 

第５条 前条の定めにかかわらず、取引業者の錯誤や軽微な過失による違反行為であるために取

引停止処分までは必要ないと認められたときは、学内理事会の決定に基づき、本学は当該取引

業者に対して学長名によって書面による注意喚起又は警告を行う。 

（取引停止の期間） 

第６条 不正取引により取引の停止が決定した業者は、次の様に扱う。 

(1) 一つの事案による取引停止の期間は、不正を認定した日から１か月以上２４か月以内とす

る。

(2) 不正取引が悪質と認められる場合又は当該取引が重大な結果を引き起こした場合は、前項

の定めにかかわらず、取引停止期間を２４か月以上（結果の重大さによっては、無期限）

とすることがある。

(3) 取引停止を受けている業者が、取引停止期間中において別表（取引停止処分要件）各号の

いずれかに該当する事案が新たに確認されたときは、その都度１か月以上２４か月以内の

範囲において取引停止期間を加算する。（加算した結果、取引停止期間が２４か月を超え

ることもある。）

(4) 取引停止処分を受けた業者が、その取引停止期間の満了後１年を経過するまでの間に新た

な事案で取引停止になる場合は、短くとも２か月以上の取引停止を行う。

（取引停止期間の短縮・解除） 

第７条 学内理事会は、取引停止中の業者が、当該事案について情状酌量すべき特別の理由が明

らかになったと認めるときは、その決議により、取引停止措置の期間を短縮することができ

る。 

２ 学内理事会は、取引停止中の業者が、当該事案において取引停止処分の対象となる行為に関

与していないことが明らかになったと認めるときは、その決議により、直ちに当該業者の取引

停止処分を解除するものとする。 

23.6. 埼玉工業大学公的研究費執行に係る不正取引に関与した業者に対する措置（処置）方針
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（取引停止措置の通知） 

第８条 本学は、第４条に掲げる取引停止処分を行ったとき、又は前条第１項の取引停止期間の

短縮及び第２項の取引停止の解除は、その業者に対して速やかに学長名によって書面で通知す

る。 

（不正取引対策に関するルールの周知） 

第９条 本学は、不正取引対策に関する方針及び適用規則をホームページ上で常時掲載して取引

業者への周知を行う。 

（事務） 

第１０条 この不正取引に対する措置（処分）に係わる事務は、法人本部管財課が行う。 

（基準の改廃） 

第１１条 この基準の改廃は、学内理事会の議決を経て行う。 

附 則 この措置基準は、令和７年１０月２８日から施行する。 
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学校法人智香寺学園固定資産及び物品管理規程 

（適用範囲） 

第１条 この規程は、学校法人智香寺学園経理規程第３５条第４項及び第３９条に基づき、固定

資産及び物品（以下「物件」という。）並びに借入物件の管理はこの規程の定めるところによ

る。ただし、図書は別に定める規程による。 

（固定資産及び物品の分類） 

第２条 固定資産は、特定資産に該当するものを除き、有形固定資産及びその他の固定資産に区

別し別表１の「固定資産分類表」に示す内容で分類する。 

２ 有形固定資産のうち教育研究用機器備品及び管理用機器備品は、１件の単価又は１組の取得

価格が１０万円以上で耐用年数１年以上のものとする。 

３ 固定資産としない教育研究用機器備品及び管理用機器備品は物品とする。ただし、主管部課

長が学校運営の性質上重要であり常時多数保有することが必要とされるものは、固定資産とす

ることができる。 

４ 物品は、用品及び消耗品とし、別表２の「物品分類表」のとおり区分する。 

（管理の原則） 

第３条 物件は、教育研究の効果を上げるため常に良好な状態において維持するとともに、経済

性に留意し有効適切に運用しなければならない。 

（用語の定義） 

第４条 この規程における用語は、それぞれ次の意義に用いる。 

(1) 取得 物件を購入、譲受、建設又は製造、受贈、交換等により所有すること。

(2) 増設 既存の固定資産に新たに物件を付加して当該固定資産価格を増加させること。

(3) 改良 既存の固定資産の機能を向上させて当該固定資産価格を増加させること、又は物件を

利用工作して新たな機能を有する物件を生産すること。

（4）修繕 物件の維持保全のため行う修理で、資産価額に加算しないもの。 

（5）改修 増設、改良及び修繕の何れか又は複数を含み行う行為。 

(6) 移管 各部課相互間において物件の所管を変更すること。

（7) 解体 物件の一部を分解（一部解体）、又は全部を分解（全部解体）すること。

(8) 組替 用途変更、改良、解体等により当該物件の固定資産及び物品分類表に定める区分を変

更すること。

(9) 返納 各部課において不要となった物件を主管部課に返却すること。

(10) 除却 物件を売却、滅失、解体、寄贈、交換、廃棄等により管理帳簿より除籍すること。

（管理単位及び管理担当者） 

第５条 有形固定資産及び物品の現品管理にあてるため管理単位を定め、別表３の「物件の管理

責任者及び管理担当者表」に基づき、それぞれ管理担当者を配置し、所属長の指示により所属

物品の管理に従事させる。 

２ 管理担当者は、各所属長が当該部課職員中から指名し、主管部課長に報告しなければならな

い。 

23.7. 智香寺学園固定資産及び物品管理規程
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３ 共通部署の物件と各管理単位に定めのない物件の管理は、主管部課において行う。 

（管理担当者の日常管理） 

第６条 管理担当者は、所管の物件について次の各号により日常管理を行い、その責に任ずる。 

(1) 管理担当者は、常に所管物件の出納保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(2) 管理担当者は、常に所管物件の火災、盗難、滅失、破損等の事故防止上必要と認める措置を

講じなければならない。

(3) 管理担当者は、所管物件の管理及び使用状況を明らかにするため、随時、所管物件の調査を

行うことができる。なお、物件の機能を維持するに必要と認めた場合は修繕を行わなければ

ならない。

(4) 管理担当者は、所管物件のうち不用となったものについては、速やかに主管部課に返納しな

ければならない。

２ 所属長は、所管物件について前項各号による管理担当者の日常管理業務につき、統括管理を

行う。 

（主管部課及び総括管理） 

第７条 主管部課は法人本部管財課とし、主管部長には法人本部長をあてる。なお、正智深谷高

等学校における物品に関する件等の管理業務の一部については、高校事務課を所管部課とする

ことができる。 

２ 主管部課は、前条による各管理担当者の日常業務につき総括管理を行い、必要に応じ、管理

担当者に対してその所管物件の出納保管、事故防止、不用物件の処理、保管及び使用状況の調

査、管理帳簿の整備等の措置について指示するとともに、随時、保管及び使用状況を調査する

ことができる。 

（使用者の管理） 

第８条 物件の使用者は、第６条第１項に定める管理担当者の管理に準じて使用物件の管理にあ

たらなければならない。 

２ 物件の使用者は、その管理について管理担当者の指示に従わなければならない。 

（管理帳簿） 

第９条 物件の管理に使用する帳簿は，次の通りとする。 

名  称            備付個所（取扱者） 

(1) 固定資産

ア 不動産台帳  法人本部管財課 

イ 機器備品等台帳  〃 

ウ 車両台帳  〃 

エ その他の固定資産台帳    〃 

オ 不動産管理票   管理担当者 

カ 機械等管理票  〃 

(2) 用  品 

ア 用品台帳   法人本部管財課 

イ 用品管理票  管理担当者 
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削除 

(3) 賃借物件

ア 賃借物件管理台帳   法人本部管財課 

イ 賃借物件管理票  管理担当者  

(4) 在庫品

ア 在庫品台帳  法人本部管財課 

（取得） 

第１０条 有形固定資産及び物品を取得したときは、次の各号により処理しなければならない。 

(1) 主管部課は、分類表の区分に従い整理番号を付し台帳に登録するとともに管理票を作成し、

必要がある場合は、関係図面を添付して管理担当者に交付する。

(2) 管理担当者が主管部課から管理票の交付を受けたときは、現品と照合し、設備備品等及び用

品については、その整理番号を確認する。

(3) 主管部課は、不動産の取得に関する登録関係書類、図面等を不動産台帳とともに整理保管す

る。

(4) 取得に伴い組替を要するものについては、同時にその処理を行う。

２ その他の固定資産を取得したときは、主管部課は、その他の固定資産台帳に記録しなければ

ならない。 

（交換・受贈） 

第１１条 物件を交換し、または寄贈を受けようとするときは、申請書（様式１号）に必要事項

を記入し、図面その他関係書類を添付して主管部長に申請しなければならない。 

２ 主管部長は前項の処理にあたり、重要物件については担当理事に申請しなければならない。 

３ 交換払出しをしたときは、主管部課長は当該管理票を回収するとともに、当該台帳に所要の

事項を記入して除却しなければならない。 

（増設・改良） 

第１２条 有形固定資産及び物品を増設または改良しようとするときは、申請書（様式１号）に

必要事項を記入し、図面その他関係書類を添付して主管部長に申請しなければならない。ただ

し、軽易な物件については、主管部課と協議の上省略することができる。 

２ 主管部課長は、前項の処理にあたり、不動産または重要な機械等については担当理事に申請

しなければならない。 

３ 増設及び改良したときは、主管部課は、当該台帳に追加登録するとともに、当該管理票、添

付図面を管理担当者から返却させ、必要事項を追加記入の上改めて交付する。 

（価額） 

第１３条 有形固定資産及び物品の価額は、取得価額とする。ただし、譲受けによるものはその

支払対価（時価より低額の場合は取得のために通常要する価額）を、交換及び寄贈によるもの

はその評価額をもってそれぞれ取得価額とする。 

２ その他の固定資産は、有償取得の場合はその価額を購入の代価とし、無償取得の場合はその

評価額をもってそれぞれ取得価額とする。 
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第１４条 前条に定める取得価額の算定については、購入価額、直接工事費等のほか、取得の際

における次の付帯経費を含めるものとする。 

仲介手数料、登記料、取得に要する公租公課（算入しない場合もある）、設計監理料、 

整地費、家屋の改修費、機器の補修費、機器の運搬費、その他取得に際し特に要した諸経費 

２ 増設及び改良した物件の価額は、旧価額に新たに増設、改良に要した経費を加算した合計額

（除去する場合のあるときは、その価額を控除する。）又は構成部品価額の合計額とする。 

（移管） 

第１５条 物件を移管しようとするときは、申請書（様式１号）に必要事項を記入し、当該管理

票を添付して主管部課長に申請しなければならない。 

２ 移管したときは、主管部課は、当該台帳及び管理票に移管年月日、移管先部課名を記入し、

移管先管理担当者に管理票を交付する。 

（解体） 

第１６条 有形固定資産及び用品を解体しようとするときは、申請書（様式２号）に必要事項を

記入し、主管部課長に申請をしなければならない。 

２ 主管部課長は、前項の処理にあたり、不動産または重要な機械等については担当理事に申請

しなければならない。 

第１７条  前条により有形固定資産及び用品を解体したときは、主管部課は、当該台帳及び管理

票に解体に伴う評価額、組替、除去等の処理を記入し、分離したものが新たに資産として整理さ

れる場合は、管理票を作成して既存の管理票とともに、管理担当者に交付しなければならない。 

２ 解体後に各部分について評価を必要とする場合は、原則として解体前の価額の範囲内で行う。 

（返納） 

第１８条 有形固定資産及び用品を返納しようとするときは、返納報告書（様式３号）に必要な

事項を記入し、当該管理票を添付して主管部課に提出しなければならない。 

２ 前項の処理にあたり、主管部課は、当該台帳及び管理票に返納年月日を記入し、当該物件を

返納品として在庫管理を行うが、必要に応じ関係する管理責任者に命じて保管させることがで

きる。 

（滅失・破損） 

第１９条 管理担当者は、所管物件について滅失又は破損の事実を発見したときは、所属長に報

告の上滅失・破損報告書（様式４号）に必要事項を記入し、主管部課長に提出しなければなら

ない。 

２ 主管部課長は、前項の処理にあたり、重要な物件の重大な事故については担当理事に報告し

なければならない。 

３ 第１項の報告を受けた主管部課は、その必要に応じ、速やかに除却又は修理等の必要な処理

を講じ、業務上の障害の発生，増大等を防止するように努めなければならない。 

４ 滅失又は破損が、使用者もしくは管理担当者の故意又は過失によるものであるときは、別に

定めるところにより弁償させることがある。 
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（寄贈・売却・廃棄） 

第２０条 物件を寄贈、売却又は廃棄しようとするときは、申請書（様式１号）に必要事項を記

入し、主管部課長に申請しなければならない。 

２ 主管部課長は、前項の処理にあたり、重要な物件については担当理事に申請しなければなら

ない。 

３ 寄贈，売却又は廃棄したときは、主管部課は、当該管理票を回収するとともに当該台帳に所

要事項を記入し、除却の処理をしなければならない。 

(借入れ) 

第２１条  有形固定資産及び用品を借入れたときは、主管部課は、分類表の区分に従い貸借物件

台帳に登録し、第１０条第１項第１号の規定に準じ整理番号を付すとともに管理票を作成し、

管理上必要なときは、関係書類の写し、図面等を添付して管理担当者に交付しなければならな

い。ただし、臨時の借入れについては、この処理を省略することができる。 

(貸出し，持出し) 

第２２条 物件を他の部課に貸し出すときは、管理担当者は、所属長の認可を受け貸出先管理担

当者から物件借用書（様式５号）を徴すると共に、主管部課長に報告しなければならない。た

だし、臨時の貸出しについては、この報告を省略することができる。 

２ 物件を学外に持ち出すときは、持出責任者は、管理担当者に物件搬出書（様式６号）を提出

し、主管部課長の許可を得なければならない。 

３ 物件を学外者に貸し出すときは、別に定める規程による。 

（現品調査） 

第２３条 主管部課は、管理担当者の協力を得て、毎年決算時に現品調査を行い、その結果を担

当理事に報告しなければならない。 

第２４条（削除） 

（消耗品） 

第２５条 消耗品の購入は、原則として通常１か月に使用する量の範囲内により発注する。 

２ 学校法人智香寺学園経理規程第４０条の定め（物品の処分は、理事長の承認を得なければな

らない）にかかわらず、定例的な物品の処分については、主管部課において行うことができる。 

（委任） 

第２６条 この規程の施行について必要な事項は、事務部長が定める。 

（改廃） 

第２７条 この規程の改廃は、常務理事会の決議を経て行う。 

附 則 昭和５１年 ４月 １日制定 

附 則 昭和５２年 ４月 １日一部改定 

附 則 昭和５３年 ４月 １日一部改定 

附 則 昭和５４年 ４月 １日一部改定
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附 則 昭和６０年 ４月 １日一部改定 

附 則 平成 ５年 ４月 １日一部改定 

附 則 平成２９年 ４月 １日一部改定
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別表１（第２条関係）固定資産分類表 

固 

定 

資 

産 

有形固定資産 １ 土地 

２ 建物 

３ 構築物 

４ 教育研究用機器備品 

５ 管理用機器備品 

６ 車両 

７ 図書 

８ 建設仮勘定 

その他の固定資産 １ 借地権 

２ 電話加入権 

３ 施設利用権 

４ 特許権 

５ 有価証券 

６ ソフトウェア

７ 預託金 

８ その他 

別表２（第２条第４項関係）物品分類表 

物 

品 

用  品 固定資産を除き耐用年数１年以上で，１件又は１組

の価格が１万円以上１０万円未満の器具，備品等。 

消 耗 品 固定資産並びに用品以外のもので，使うにつれて状

態変化或いは消耗していく物品。 
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別表３（第５条関係）物件の管理責任者及び管理担当者表 

埼玉工業大学 

部 署 管理責任者 管理担当者 管理範囲 

工学研究科 工学研究科長 

システム工学専攻主任

電子工学専攻主任 

応用化学専攻主任 

研究科の教員所掌物件 

工学部 工学部長 

機械工学科長 

生命環境化学科長 

情報システム学科長 

基礎教育センター主任 

学科の教員所掌物件 

人間社会研究科 人間社会研究科長 
情報社会専攻主任 

心理学専攻主任 
研究科の教員所掌物件 

人間社会学部 人間社会学部長 
情報社会学科長 

心理学科長 
学科の教員所掌物件 

先端科学研究所 先端科学研究所長 
企画調整主幹 

研究調整主幹 
研究所の教員所掌物件 

ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ長 就職課長 ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰの教員所掌物件

臨床心理ｾﾝﾀｰ 臨床心理ｾﾝﾀｰ長 教育研究協力課長 臨床心理ｾﾝﾀｰの教員所掌物件 

法人本部 法人本部長 

企画広報課長 

入試課長 

管財課長 

会計課長 

各課の所掌物件 

総務部 総務部長 総務課長 各課の所掌物件 

教学部 教学部長 

学生課長 

教務課長 

就職課長 

各課の所掌物件 

教育研究協力部 教育研究協力部長 

教育研究協力課長 

情報技術課長 

学術情報課長 

各課の所掌物件 

正智深谷高等学校

部署 管理責任者 管理担当者 管理範囲

高校 校長 事務課長 高校の所掌物件
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様式 1 号 

設備備品  交換・寄贈・増設・改良・移管・売却・廃棄 申請書

 平成   年   月   

日 

法 人 本 部 長 殿 

所属長 

管 理 担 当 者   

印 

品 名 規   格   等  数  量 

申 請 理 由（具体的に） 

配置場所 

号館/Ｆ 

部屋番号

備 品 番 号 が あ れ ば 記 入 

（  ） 

備考（※管財課記入欄） 

取得年月日 

取得価格 

分   類 

耐用年数 

経過年数 

申請必要事項に○印で囲むこと。 

物品１件又は１組で記入すること。 

諸費用は当事者間で相談し，負担する。 

   学校法人  智 香 寺 学 園 
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様式２号

設備備品  解体申請書

   平成   年   

月   日 

法 人 本 部 長 殿 

所属長 

管 理 担 当 者   

印 

品 名 規   格   等  数  量 

申 請 理 由（具体的に） 

配置場所 

号館/Ｆ 

部屋番号

備 品 番 号 が あ れ ば 記 入 

（  ） 

備考（※管財課記入欄） 

取得年月日 

取得価格 

分   類 

耐用年数 

経過年数 

物品１件又は１組で記入すること。 

   学校法人  智 香 寺 学 園 
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様式３号

設備備品  返納報告書

   平成  年   

月   日 

法 人 本 部 長 殿 

所属長 

管 理 担 当 者   

印 

品 名 規   格   等  数  量 

申 請 理 由（具体的に） 

配置場所 

号館/Ｆ 

部屋番号

備品番 号があ れば記入 

（  ） 

備考（※管財課記入欄） 

取得年月日 

取得価格 

分   類 

耐用年数 

経過年数 

物品１件又は１組で記入すること。 

   学校法人  智 香 寺 学 園 
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様式４号

設備備品  滅失・破損報告書

平成  年   

月   日 

法 人 本 部 長 殿 

所属長 

管 理 担 当 者   

印 

品 名 規   格   等  数  量 

申 請 理 由（具体的に） 

配置場所 

号館/Ｆ 

部屋番号

備品番 号があ れば記入 

（  ） 

備考（※管財課記入欄） 

取得年月日 

取得価格 

分   類 

耐用年数 

経過年数 

物品１件又は１組で記入すること。 

    学校法人  智 香 寺 学 園 

130



様式５号

設備備品  物件借用書

   平成  年   

月   日 

法 人 本 部 長 殿 

所属長 

管 理 担 当 者   

印 

品 名 規   格   等  数  量 

申 請 理 由（具体的に） 

配置場所 

号館/Ｆ 

部屋番号

備品番 号があ れば記入 

（  ） 

備考（※管財課記入欄） 

取得年月日 

取得価格 

分   類 

耐用年数 

経過年数 

物品１件又は１組で記入すること。 

    学校法人  智 香 寺 学 園 
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様式６号

設備備品  物件搬出書

平成  年   

月   日 

法 人 本 部 長 殿 

所属長 

管 理 担 当 者   

印 

品 名 規   格   等  数  量 

申 請 理 由（具体的に） 

配置場所 

号館/Ｆ 

部屋番号

備品番 号があ れば記入 

（  ） 

備考（※管財課記入欄） 

取得年月日 

取得価格 

分   類 

耐用年数 

経過年数 

物品１件又は１組で記入すること。 

    学校法人  智 香 寺 学 園 
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学校法人智香寺学園調達規程 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第１条 この規程は、学校法人智香寺学園経理規程第３５条第４項及び第３９条に基づき、固定

資産及び物品（以下「物件」という。）の調達に関する手続きを定めるものとする。 

（調達の種類） 

第２条 購入・借入れ等による調達を学外調達とし、移管の引渡し等によるものを学内調達とす

る。 

（調達の原則） 

第３条 調達にあたっては、経済性に留意するとともに品質、期限等需要に対する適合に遺漏の

ないように努めなければならない。 

（主管部署） 

第４条 物品調達業務の主管部課は、埼玉工業大学においては法人本部管財課、正智深谷高等学

校においては高校事務課とし、調達の万全を期するため市場の情況その他必要な資料を常に調

査しておかなければならない。 

２ 主管部長は埼玉工業大学及び正智深谷高等学校ともに法人本部部長をあてる。 

（取引先の調査） 

第５条 取引先の選定にあたっては、事業経歴、営業状態の調査並びに取引銀行に対する照会そ

の他により、その信用、経験及び技術等について調査し取引の万全を期さなければならない。 

（誓約書の徴取） 

第５条の２ 物品購入、賃貸借及び請負等の契約に関して予定価格が１件当たり１００万円以上

となる場合、又は年間取引の総額が５００万円を超える見込みがある業者に対しては、「取引

に関する誓約書（様式１）」を提出させなくてはならない。 

２ 前項に定める誓約書は、次に掲げる時機に徴取するものとする。 

(1) 初回取引開始前（前項の条件に該当することが明らかなとき。）

(2) 初回取引開始後に、前項の条件に該当することが明らかになったとき。

(3) 誓約書の記載事項に変更があったとき。

(4) 継続取引期間が５年を経過し、前項の条件に該当するとき。

３ 前２項の規定にかかわらず、取引先が次の各号に掲げる場合は、誓約書を徴取することを要

しない。 

(1) 国、地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人等の公的機関

(2) 学校法人

(3) 国際組織、外国企業等

(4) 電気、ガス、水道、電話、郵便及び宅配事業者

(5) 会計監査法人、弁護士、税理士及び特許事務所

(6) その他誓約書の徴取になじまないもの

（取引の停止） 

第６条 次の各号の一に該当する業者に対しては、一定期間取引を停止し、または以後の取引を

認めないものとする。 

(1) 調査にあたり、虚偽の申告をしたと認められるもの。

(2) 入札または見積に当り、談合を行い学校法人智香寺学園に不利益を及ぼしたと認められる

もの。

(3) 別表「物品購入等の契約における取引停止の措置要件」の「取引停止要件」のいずれかに

該当するもの。

(4) その他不利益を及ぼしたと認められるもの。

２ 前項による取引停止措置の実施判断、変更、解除及び取引停止の期間は、学内理事会の決議

に基づき行う。 

第２章 物品購入依頼及び発注 

23.8. 学校法人智香寺学園調達規程
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（調達の依頼） 

第７条 各部課において物件の調達を受けようとする者（以下「依頼元」という。）は、物品購

入依頼書を主管部課に提出しなければならない。 

２ 物件の調達に多額の経費を要するもの又は格別に審議を要するものについては、事前に請求

理由を説明する書面提出を行うものとする。 

（物品購入依頼書の審査） 

第８条 主管部課が物品購入依頼書を受理したときは、次の各号について審査の上第３章の定め

るところにより所定の手続きをとらなければならない。 

(1) 学内調達による方法の有無

(2) 支出を伴うものについては、予算根拠

(3) 固定資産に関するものについては、固定資産整理上必要な事項

(4) 一括して調達するものについては、数量の適否

(5) 希望納期、仕様等調達上必要な事項

(6) 勘定科目、予算科目その他経理上必要な事項

（委託調達） 

第９条 調達の請求をうけた主管部課が直接調達することを困難とし、又は不利とするときは、

依頼元にその調達を委託することができる。 

２ 前項により調達を委託するときは、物品購入依頼書の写を送付し必要な資料等の提供を行う

ものとする。 

（発 注） 

第１０条 主管部課が発注しようとするときは、入札、見積合わせ等の結果に基づき行うものと

する。なお、重要な案件に関しては、その調達先、金額及び納入期日等が記された書類添付に

よる可決済稟議書を必要とする。 

２ 発注に当っては、原則として注文書を発行する。ただし、軽微なものについては注文書の発

行を省略できる。 

３ 発注の手続きについては、別に定める「公的研究資金使用マニュアル」の「物品の購入申請

及び検収の手続き」における「物品の（備品・用品・消耗品等）購入手続き」に従うものとす

る。 

（土地、建物の購入） 

第１１条 土地または建物の購入にあたっては、抵当権、地上権、賃借権等当該物件上に存する

諸権利の有無を調査確認し、特に必要と認められるものについては、信頼しうるべき機関の評

価を徴する等の措置を講じなければならない。 

（契約通知） 

第１２条 主管部課が契約を締結したときは、契約書により契約月日、契約金額、契約先、納入

期日等を依頼元に通知しなければならない。 

（調達内訳簿） 

第１３条 主管部課においては、物品購入依頼書に調達の処理状況を記録しなければならない。 

（調達関係書類の保存期間） 

第１４条 主管部課においては、調達関係書類の保存期間は別に定める学校法人智香寺学園文書

取扱要項に従うものとする。 

第３章 契 約 

第１節 通 則 

（契約の方法） 

第１５条 契約をしようとするときは、第３０条及び第３１条に規定する場合を除き、すべて入

札に付さなければならない。 

（契約書） 

第１６条 契約の締結にあたって、契約の目的、履行期限、支払条件その他必要な事項を詳細に

記載した契約書を作成しなければならない。 
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（契約書の省略） 

第１７条 次の各号の一に該当するときは前条に規定する契約書の作成を省略することができ

る。 

(1) 契約金額が１,０００万円をこえない契約をするとき。

(2) 法令またはこれに基づく官庁の許可、認可等により、別に定められた形式の申込書または

承諾書の提出により契約するとき。

（注文請書） 

第１８条 前条により契約書の作成を省略した契約については、次の各号の一に該当するものを

除き契約の相手方から注文請書を提出させなければならない。 

(1) 前条２号に該当するもの。

(2) 即時完了する取引または価格僅少の取引等で、契約の履行上支障がないと認められるも

の。 

（単価の契約） 

第１９条 主管部課において、一定期間内における随時の調達を容易にし、またはこれを経済的

にするため必要と認めるものがあるときは、一定期間を通じ、あらかじめ一定の単価をもって

契約することができる。 

第２０条 （削除） 

（契約の変更） 

第２１条 契約の締結後その内容を変更する必要を生じたときは、軽易な仕様の変更を除き、変

更の事由に基づく処理を講じて稟議のうえ契約を更改しなければならない。 

２ 主管部課が前項により契約を変更したときは、第１２条に準じてすみやかに当該契約件名、

変更事項等必要な事項を依頼元に通知しなければならない。 

（契約の解除） 

第２２条 次の各号の一に該当する場合は、契約の全部または一部を解除することができる。 

(1) 契約に定めた事項に違反したとき。

(2) 契約の履行について不正行為が存在し、不利益を及ぼしたとき。

(3) その他契約を終了させるに相当する事由があり、解除が必要と認めたとき。

２ 契約を解除しようとするときは、軽易なものを除き、その理由、既払金の返還損害賠償等必

要な事項を記入して稟議しなければならない。 

３ 契約を解除した場合は、主管部課は当該調達の依頼元にその旨を通知するとともに、協議の

うえ以後の措置を講ずるものとする。 

第２節 入札契約 

（入札参加者の指名） 

第２３条 入札に付そうとするときは、２名以上の入札参加者を指名しなければならない。 

（入札注意事項） 

第２４条 入札に付そうとするときは、次の事項を入札参加者に通知しなければならない。 

(1) 入札に付する事項

(2) 入札執行の場所及び日時

(3) 入札価格内訳明細書の要否

(4) 落札者の決定方法

(5) 交付図書

(6) 支払条件

(7) 納期及納入場所

(8) その他必要な事項

（予定価格の設定） 

第２５条 入札にあたっては、あらかじめ入札に付する事項の価格を仕様書、設計書等によって

予定しておかなければならない。 

第２６条 開札は、入札注意事項に示した場所及び日時に入札者立会のうえで行なわなければな

らない。 
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２ いったん提出した入札書は、引換、変更または取消をすることができない。 

３ 入札参加者の条件に違反した入札は、無効とする。 

（落札者の決定） 

第２７条 開札の結果、予定価格の制限内の最低価格の入札者をもって落札者とする。 

２ 特別の事由により、最低価格の入札者と契約を結ぶことが不適当と認められる場合は、他に

落札者を決定することができる。 

（再入札） 

第２８条 開札の結果、各人の入札価格がいずれも予定価格を越えたときは、その入札者をもっ

て直ちに再入札を行わなければならない。 

２ 前者の再入札を行ってもなお落札者が決定しないときは、その入札は無効とする。 

（同価格入札の処理） 

第２９条 落札となるべき同価格の入札者が２名以上あるときは、直ちに抽選で落札者を決定し

なければならない。 

第３節 随意契約 

（随意契約によりうる場合） 

第３０条 次の各号の一に該当する場合は、随意契約によることができる。 

(1) 契約の性質または目的が入札を許さないとき。

(2) 緊急の必要により入札に付する暇がないとき。

(3) 秘密を要するとき

(4) 予定価格が１００万円をこえない工事または物件を購入するとき。

(5) 調達が継続統一して行われなければならないとき。

(6) 特許製品または固有の専門製品を特に必要とするとき。

(7) 土地、建物を購入し、または借り入れるとき。

(8) その他入札に付することを適当としないとき。

（随意契約の特例） 

第３１条 入札に付しても入札者がないとき、または再度の入札に付しても落札者が決定しない

ときは、随意契約によることができる。 

２ 落札者が契約を結ばないときは、その落札価格の範囲内において随意契約によることができ

る。 

３ 前各項の場合においては、期限を除くほか、当初入札に付するときに定めた条件を変更する

ことができない。 

（予定価格の設定） 

第３２条 随意契約によるときは、あらかじめ第２５条の規定に準じて予定価格を定めなければ

ならない。ただし、予定価格の作成を必要としないと認められるものについては、その作成を

省略することができる。 

（見積書の徴収） 

第３３条 随意契約によるときは、次の各号の一に該当する場合を除き、２名以上から見積書

を徴さなければならない。 

(1) ２名以上から見積書を徴することを適当としないとき。

(2) 緊急の必要により、２名以上から見積書を徴する暇がないとき。

２ 前項各号の場合は、相手方から見積書を徴し、その内容を審査して契約価格を決定するもの

とする。 

３ 前各項の見積書の徴収について、処理上支障がない場合は口頭をもって見積価格その他必要

な事項を聴取し、その記録をもって見積書に代えることができる。 

第４章 検収及び支払 

（契約履行の監督と竣工届の提出） 

第３４条 主管部課は、工事または製造の請負契約の履行について常に十分な監督をしなければ

ならない。ただし主管部課においては適当と認めた場合は他の部局に監督を委託することがで
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きる。 

２ 主管部課は、工事完了しまたは購入物件が納入されたときは、次の各号の一に該当する場合

を除き、契約の相手方から竣工届または納品書を提出させなければならない。 

(1) 取引の性質上竣工届または納品書を徴することを適当としないとき。

(2) 軽微な物件を現金引換により、購入または修理するとき。

(3) 新聞その他定期刊行物を継続的に購入するとき。（検収）

第３５条 調達物件は納品書を添付して主管部課又は指定の場所に納入させるものとし、その検

収は原則として主管部課にて行う。なお、検収者は納品書との照合確認のうえ納品書に検収の

押印または署名をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、教員が執行する予算、科学研究費予算及びその他名称の如何を問

わず大学教育職員の教育研究活動に関する物件調達においては、図書館が検収する書籍を除く

全ての購入物件の検収を管財課物品検収室により行う。 

３ 検収手続きについては、「公的研究資金使用マニュアル」の「物品の納品と検収につい

て」、「直納による場合の納品検収」及び「立替払いで購入した物品の納品検収」により規定

する内容に従い行うものとする。 

４ 特殊な役務（プログラムやデジタルコンテンツ開発等、機器の保守点検等）に関する検収

は、次のとおりとする。 

(1) 成果物がある場合は、原則として主管部課にて検収を行うが、特殊な役務に関する知識を

有する者等に検収を委ねることができる。

(2) 成果物がない機器の保守・点検等の場合は、完了報告書等により主管部署が検収すること

を原則とするが、必要に応じて調達依頼部署に検収を委ねることができる。

５ 主管部課が、第３４条により竣工届または納品書の提出を受けたときは、納入場所その他契

約事項に定める場所において、契約事項、仕様書等に従って検査を実施のうえ、その結果につ

いて検査報告書を作成し、常務理事会に報告しなければならない。 

(1) 軽易な物件の検査については、竣工届または納品書に検収印を押すことをもって前項の手

続きに代えることができる。

第３６条 （削除） 

（検査の委託） 

第３７条 主管部課において適当と認めた場合は、他の部課に検査の実施を委託することができ

る。 

第３８条 （削除） 

（物件の引渡し） 

第３９条 主管部課は、検収が完了したときは、固定資産および物品管理規程に定める処理を講

じたうえ、すみやかにこれを依頼元に引き渡さなければならない。 

２ 物件の引渡しに際しては、物品購入依頼書に当該請求書発行担当者の受領印を徴するものと

する。ただし、物品購入依頼書に受領印を徴し難い場合は竣工届または納品書に受領印を徴し

てこれに代えることができる。 

３ 学内調達による物件の引渡しに際しては、前項の規程に準じて行うものとする。 

（代価の支払） 

第４０条 各主管部課は、検収の完了後別に定めるところにより、代価の支払の手続きをとるも

のとする。 

第５章 （削除） 

第４１条 （削除） 

第６章 雑則 

（委任） 

第４２条 この規程の施行について必要な事項は、事務部長が定める。 

（改廃） 
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第４３条 この規程の改廃は、学内理事会の決議を経て行う。 

附 則 この規程は、昭和５７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この規程は、平成 ２年１２月 １日から施行する。 

附 則 この規程は、平成 ４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この規程は、平成 ５年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この規程は、平成２１年１２月 １日から施行し、平成２１年 ４月 １日から適用する。 

附 則 この規程は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 この規程は、令和 ７年１０月２８日から施行する。 

別表 物品購入等の契約における取引停止の措置要件（第６条第 1項第３号関係） 

取 引 停 止 要 件 

(1) 虚偽記載

物品及び印刷物の調達、業務委託、工事等の取引に係る書類の提出に当たり、虚偽の記載

等があり、契約の相手方とすることが不適当と認められるとき。 

(2) 粗雑な委託の履行又は粗雑品の納品

業務の遂行に当たり、粗雑に委託の履行をする若しくは契約書等に定められた事項に関し

不正な行為をしたと認められるとき、又は物品及び印刷物の納入に当たり粗雑品を納入し、

見積書若しくは契約書等に定められた品質若しくは数量に関し不正な行為をして請求を行っ

たと認められるとき。 

(3) 契約違反

物品の調達、印刷物の調達又は業務委託等に関する契約に違反し、契約の相手方として不

適当と認められるとき。 

(4) 業務の妨害

本学が実施した見積り合わせや競争入札等において不誠実な対応や談合又は妨害行為を行

い、業務の遂行を妨害したと認められるとき。 

(5) 贈賄

取引業者が本学教職員等に対して贈賄行為を行ったと認められるとき。

(6) 調査等に対する非協力対応

監査、検査及び調査において非協力的対応を行ったと認められるとき。

(7) 不誠実な行為等

前各号に掲げる場合のほか、他の大学や公的機関において取引停止の措置が行われたこと

が判明したとき又は本学の業務に関し不誠実な行為をして取引を継続する相手方として相応

しくないとき。 
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様式１ 

学校法人智香寺学園 

理事長 松川 聖業  殿 

取引に関する誓約書 

当社（当法人）は、学校法人智香寺学園との取引にあたり、提示された「学校法人智香寺 

学園との契約等に当たっての注意事項」を理解し、いかなる不正、不適切な行為に関与せ 

ず、また、貴法人の教職員等から不正行為、不適切な行為の依頼等があった場合にはこれを 

拒絶するとともに、その内容を貴法人に通報し、さらにモニタリングや内部監査、その他調 

査等において、聞き取り調査や取引証憑書類の閲覧・提出等の要請に協力することを誓約し 

ます。 

また、当社（当法人）が現在、暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力に関与しておら 

ず、今後も反社会的勢力に関与しないことを誓約します。 

万一これに違反し、不正等が認められた場合には、取引停止その他のいかなる処分がなさ 

れても何ら異議を申し立てません。 

令和  年  月  日 

（住 所） 

（社 名） 

（代表者役職・氏名） 
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23.9. 個人研究費規程
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23.10. 出張及び旅費規程
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23.11. 学校法人智香寺学園埼玉工業大学謝金及び旅費等支給規程
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23.12. 学校法人智香寺学園埼玉工業大学派遣及び海外出張規程
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23.13. 派遣及び海外出張に関する運用細則
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23.14. 埼玉工業大学大学院生の学会等への参加にかかる旅費の取扱要項
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23.15. 埼玉工業大学大学院生の学会等への参加にかかる旅費の申し合わせ
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23.16. 埼玉工業大学学部生の学会発表にかかる旅費の取扱要項

156



２４．公的研究費の事務処理等の相談窓口及び不正に関する相談窓口 

 

事務手続き等に関しての統一的な運用を図るため相談窓口と不正に関する通報を受け付ける窓口を設置し

ております。（埼玉工業大学の研究不正対応に関する規程 第 7 条・第 9 条） 

 

 

 

 別紙１（第７条関係）  

 

研究活動に関する相談窓口 

 

 

埼玉工業大学における研究活動の「事務処理手続き・使用ルール等に関する相談窓口」を以下ように設置し

ております。  

 

◎相談窓口 ： 研究支援課（担当者に相談ください。） 

 

電 話 ： ０４８－５８５－６８９５（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ ： ０４８－５８５－６８９６ 

 

〇 共同研究又は受託研究費に関すること  

〇 科学研究費補助金に関すること  

〇 戦略的研究基盤形成支援事業に関すること 

〇 府省等外部公的研究費に関すること 

〇 その他学外研究費に関すること 

 

◎相談窓口 ： 法人本部管財課 

電 話 ： ０４８－５８５－６８０９（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ ： ０４８－５８５－６８９２  

〇 教育研究費全般に関すること 
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別紙２（第９条関係）  

 

研究活動の不正行為にかかわる通報について 

 

 

埼玉工業大学における学術研究活動に関する不正行為に係る調査等のため、「研究活動に関する不正行為の

申立窓口」を設置しております。申し立て等の受付窓口及び留意事項等は、以下のとおりです。  

 

【申立窓口】  

住 所 ： 〒３６９－０２９３  

埼玉県深谷市普済寺１６９０番地  

埼玉工業大学研究支援課  

電 話 ： ０４８－５８５－６８９５（ダイヤルイン）  

ＦＡＸ ： ０４８－５８５－６８９６  

e-mail ： kyouiku@sit.ac.jp  

※ 電話による受付時間は、平日 ９時００分 ～ １６時００分です。  

 

【留意事項】  

申し立て等を受付ける際には、告発者の氏名と連絡先、不正を行ったとする研究者・そのグループ、不正行

為の態様、不正と考える科学的根拠、使用された公的（競争的）資金等について確認させていただくとともに、

調査にあたり告発者に協力を求める場合があります。（原則として、匿名の場合には受け付けを行っておりま

せん。）  

 

【申立書】  

申立の際は、窓口に用意してある所定の申立書をご使用ください。 
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